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１ 日 時

平成２９年９月２１日（木） 午前１０時０２分から

午後 ２時３３分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

油布勝秀、木付親次、麻生栄作、古手川正治、尾島保彦、玉田輝義、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

森誠一

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 尾野賢治、企画振興部長 廣瀬祐宏、

国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 土谷晴美 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第８４号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものと商工労働企業委員

会に回答することを賛成多数をもって決定した。

（２）第８０号議案のうち本委員会関係部分、第８２号議案及び第８３号議案については、可

決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

第４号報告のうち本委員会関係部分については、承認すべきものと全会一致をもって決

定した。

（３）平成２９年台風第１８号災害への対応状況について、大分県行財政改革アクションプラ

ンの進捗状況について、公社等外郭団体の経営状況等について、大分県長期総合計画の実

施状況について、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準備状況について及び特別委員

会付託事件に係る取組状況等についてなど、執行部から報告を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 小野清志

政策調査課調査広報班 主査 濱田誠吾



総務企画委員会次第

日時：平成２９年９月２１日（木）１０：００～

場所：第４委員会室

１ 開 会

２ 総務部関係 １０：００～１１：３０

（１）平成２９年台風第１８号災害への対応状況について

（２）合議案件の審査

第 ８４号議案 大分県産業振興条例等の一部改正について

（３）付託案件の審査

第 ８０号議案 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第４号）

（本委員会関係部分）

第 ４号報告 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第３号）について

（本委員会関係部分）

第 ８２号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

第 ８３号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（４）諸般の報告

①大分県行財政改革アクションプランの進捗状況について

②公社等外郭団体の経営状況等について

③公益財団法人大分県自治人材育成センターの経営状況を説明する書類の提出について

④県税事務所の見直しについて

（５）その他

３ 国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係 １１：３０～１２：００

（１）諸般の報告

①国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準備状況について

（２）その他

４ 企画振興部関係 １３：００～１４：３０

（１）平成２９年台風第１８号災害への対応状況について

（２）付託案件の審査

第 ８０号議案 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第４号）

（本委員会関係部分）

第 ４号報告 平成２９年度大分県一般会計補正予算（第３号）について

（本委員会関係部分）

（３）諸般の報告

①大分県長期総合計画の実施状況について



②公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明する書類の提出について

③公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の平成２８事業年度の業務実績に関する評価

結果について

④公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団の経営状況を説明する書類の提出につ

いて

⑤大分高速鉄道保有株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

⑥大分航空ターミナル株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

⑦公益社団法人ツーリズムおおいたの経営状況について

⑧株式会社別府交通センターの経営状況について

⑨株式会社サン・グリーン宇佐の経営状況について

⑩株式会社大分フットボールクラブの経営状況について

⑪一般財団法人大分県自動車会議所の経営状況について

⑫公立大学法人大分県立芸術文化短期大学に係る中期目標（案）について

（４）特別委員会付託事件に係る取組状況等について

①文化・スポーツを活用した地域の振興について

②障がい者が芸術・文化活動、スポーツ交流活動等に参加できる環境づくりについて

③ＵＩＪターンの促進及び定住対策について

（５）その他

５ 協議事項

６ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

油布委員長 ただ今から、総務企画委員会を

開きます。

麻生委員が、都合により１０分ほど遅れる

とのことです。

本日審査いただく案件は、今回付託を受け

ました議案３件、商工労働企業委員会から合

い議のありました議案１件及び報告１件であ

ります。

この際、案件全部を一括議題とし、これよ

り、総務部関係の審査に入ります。

まず、平成２９年台風第１８号災害への対

応状況について、執行部の説明を求めます。

尾野総務部長 今回の台風により、佐伯市や

臼杵市、津久見市など県南部を中心に広範囲

に被害が及んでおります。全体の被害状況と

併せて総務部関係の対応状況について御報告

させていただきます。

まず、全体の被害状況についてお手元の資

料、平成２９年台風第１８号に係る災害の状

況についてというペーパーを御覧ください。

なお、この資料は、昨日開催されました常

任委員会（土木、文教警察）で説明したもの

であり、９月１９日１８時半時点の被害状況

をまとめたものです。

説明については、最新の９月２０日８時半

現在の状況ということで説明させていただき

ます。

１ページを御覧ください。一番上の１被害

状況（１）人的被害ですが、豊後大野市の７

１歳男性の方が行方不明となっています。現

在、警察、消防等の捜索が続けられています

が、残念ながらいまだ発見に至っていません。

その下の（２）住宅被害については、まだ

調査中ですが、表の左から２列目の県計にあ

りますように――最新の数字ですが、住家の

全壊２棟、半壊ゼロ、一部破損１５棟、床上

浸水９０２棟、床下浸水１，４１８棟と数字

が置き換わっています。合わせて２，３３７

棟となっています。

なお、被害戸数が災害救助法の基準に達し

た佐伯市と津久見市について、法の適用を決

定しました。また、同様に被災者生活再建支

援法についても、両市について、法の適用を

決定したところです。

その下の２孤立地域の状況ですが、昨日報

道されましたが、津久見市の孤立地区は、船

での往来が可能となり、現時点では解消とな

っています。

一番下の３避難者等の状況についてですが、

数字が動いていますが、現在は４か所の避難

所で１３世帯２０人の方が避難されています。

次に２ページを御覧ください。

一番上の４ライフライン被害、その下の

（１）水道については、これも最新の状況を

申し上げますと、佐伯市の本匠小半地区及び

その下の弥生尺間地区、その２行下の津久見

市の上水道区域内、保戸島の四浦東の落の浦

以外の地区で断水しています。

また、停電は全て解消されておりますが、

中ほどの（２）通信は、いまだ一部の地域で

不通となっています。

その下の５社会インフラ等被害についてで

すが、（１）道路被害にありますように、県

管理と市町村管理を合わせて、被害が２６０

件となっております。そのうち全面通行止め

が３３件であります。

その下の（２）河川被害は１１１件となっ

ています。その下の（３）土砂被害が２１件

となっています。

（４）ＪＲ被害についてですが、ＪＲ日豊

本線及び豊肥本線の被害について、ＪＲ九州

が詳細な状況を把握しているところですが、

複数の箇所で、線路沿いの擁壁や盛り土の一

部崩落、線路上への土砂や流木の流入等が発

生しており、運転再開には時間を要する見込

みと聞いています。不通区間における代行バ
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スの運転も開始されたところです。

次に３ページを御覧ください。

６農林水産業施設被害については、資料は

調査中となっていますが、分かっている範囲

で御報告します。風雨による水稲の倒伏や水

田の冠水が各地で確認されております。大分

市ではニラなどハウス内への浸水による作物

被害や、佐伯市などで、しいたけ乾燥機の浸

水による施設被害、また沿岸部では漁港内で

の漂着物被害などが生じています。

その下の７学校施設等被害については、津

久見市内を中心に、校舎、グラウンド、給食

施設などに浸水被害が出ています。また登校

が再開されたところも出てきております。

全体の被害状況の説明は以上ですが、総務

部関係の対応状況について御報告させていた

だきます。

４ページをお開きください。一番上の１人

的支援についてですが、左から２列目の支援

業務にありますように、被災地区の消毒液散

布、ボランティアセンターの運営支援、避難

者の健康支援等の業務で、９月１８日から佐

伯市や津久見市に県職員を派遣しています。

表の一番右下、派遣者数合計にありますよ

うに９月２０日までの合計で、４１名派遣し

ました。今後も被災市からの要請に対して、

迅速に対応するとともに、必要に応じて県内

市町村にも派遣の協力をお願いしているとこ

ろです。

次にその下の２県税、使用料・手数料の減

免についてです。今回、被災された方を対象

に、県税と使用料・手数料の減免措置をとっ

ています。（１）県税の減免措置、申告の期

限延長等ですが、その下の①制度にあります

ように、一定の要件を満たす被災者に対して、

県税の軽減・免除、申告期限の延長や納税の

猶予を行います。その下の②減免対象税目で

は、個人事業税、不動産取得税、自動車税等

が対象となります。

次にその下の（２）使用料・手数料の減免

についてです。これはその下の①対象者にあ

りますとおり、今回の台風被害により、罹災

証明書の交付を受けた方について、減免を行

います。

②減免率及び③減免対象使用料等にありま

すとおり、全額減免で、県営住宅使用料や運

転免許証再交付手数料などが対象となります。

説明は以上でありますけれども、次に、そ

の下の（３）の普通交付税の繰上げ交付の要

望についてであります。

今回、佐伯市及び津久見市につきましては、

災害救助法の適用がなされました。普通交付

税を定例の時期より繰り上げて交付するよう

９月２０日付けで国に申請をいたしておりま

す。繰上げ交付の予定額は、①にありますと

おり１１月に本来交付される予定の３割相当、

佐伯市で１１億８，７００万円、津久見市で

２億１，３００万円という状況になっており

ます。

油布委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 住宅被害が、臼杵市でゼロと。今、

災害救助法の申請で適用されたのかな、津久

見と佐伯は。あと、臼杵が今後の調査が進ん

でくれば、追加で申請という流れになるので

はないか、そこら辺教えて。

佐藤財政課長 人口に応じて全壊基準がある

んですけれども、調査をした中でその基準を

上回れば申請するということになると思いま

すけど、今、全体として調査中であります。

古手川委員 自宅も含めましていろんなこと

が今起きておりまして、発災３日ぐらいは皆

さん力強くやられているので、少しずつ片付

いていくんだろうなと思っていました。昨日

の夕方、改めてまた地元に帰って、次から次

にやっぱり泥であるとかほとんど床上浸水で

すから、家財道具を全部出して、その片付け

だとか、これは長期戦になるなと、改めてで

すね。皆さんも、市役所も含めて、疲労の色

がやっぱり出てまいりましたので、そういう

面で長期戦でしっかりしなきゃなという思い

です。

そういう中で迅速に、今日ここにも数字を

出していただいているように、県から人も、
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そして役所の車も半分使えなくなっています

ので、貴重な１０台ぐらい昨日出していただ

けたということで、いろんな形で緊急な御支

援を頂いてありがとうございます。引き続き

よろしくお願い申し上げます。

それと、全壊、半壊については国から、そ

して床上浸水に対しては県から５万円という

形。ただ、見ておりますと一番、家財道具は

全部駄目ですね。そして家の補修、それが半

壊とかそういう形になるのかどうか。それと

車ですね。私もレクサスをパアにしたんです

が、もうどこか近所の人は入れて４日目の新

車が駄目になったりとか、もう全部水没です

から、そういうことも含めて、何かそういう

補助のような形のものは考えられるのか、何

かそういうことを少し聞かせていただければ

と思うんですが。

尾野総務部長 まず、古手川委員には心より

お見舞いを申し上げます。本当にＮＨＫの全

国ニュースであれほどの報道がオンタイムで

どんどん流れるというような状況でありまし

た。

一つは、まずやっぱり生活を早く元に戻す

ということが一番大事だと思っておりまして、

それで災害救助法の適用がありますので、緊

急の後片付けの経費とか、支障物の撤去とか

いうことが、これ国と県の支弁で、お金でで

きるということになっております。使い道と

言いますか、そういう災害救助の中身につき

ましては、制約はありますものの、柔軟に対

応できる部分もありますので、まず、市の方

にこれを伝えております。災害救助法の適用

というのは滅多にないので、何に使えるのか

というのもちょっと分かりにくいところもあ

ると思うんです。例えば、公用車が浸かって

今レンタル等、県からも公用車を十数台、も

う送り込んでおります。そういう経費につい

ても、様々、応急の復旧という段階で……

古手川委員 じゃ、かなり柔軟な形で対応で

きる……

尾野総務部長 対応できるものもありますの

で、そこら辺りのまず制度を利用するという

ことを、我々も市役所に申し伝えたいし、ど

んどん問合せもしていただければと思います。

そんな中で、自力だけではなかなか片付け

がおぼつかない、やっぱりボランティアの方

々の力をということで、これ立ち上げ人は、

県からももちろん、県社協からももう既に職

員を出してやっております。早速募集と、今

後はコーディネートというのが非常に大事に

なってくると思うんですけれども、その辺り

も力を入れていきたいと思います。

それと、被災者生活再建支援――これは住

宅の全壊、半壊に対する国の制度なんです。

これは実はかなり厳しい要件がありまして、

実際はなかなか適用できるところが数少ない

んじゃないかと思っております。その分、県

単で持っております住宅被害再建支援という

制度、先ほどおっしゃられた床上５万円とい

う、これでも県単で精一杯のところなんです

けれども、床上に対して５万円で、災害救助

法の適用がなかったところについて、例えば

臼杵市でそういう状況が出れば、臼杵市にも

この県単はできるといったことになります。

県単の住宅再建支援。

堤委員 津久見は救助法が適用されても……

尾野総務部長 津久見と佐伯は適用されてい

ても、全壊とか大規模な損壊でないとなかな

か、国のは無理なんです。

堤委員 床上は、津久見でも出るということ

やろ、県単でな。

尾野総務部長 ええ、津久見でも出ますし、

臼杵でも出ます。

古手川委員 県単で５万円……

尾野総務部長 これもかなり精一杯の制度で

あるんですけれども、もう一つ、義援金の募

集を開始いたしました。全国的には今回もう

ほとんど大分県の被害というふうに報道され

ているので、こういうことを期待するのはい

かがかと思いますけれども、義援金の募集と

いうことで、これの配分というのが直接、そ

うした家庭の復旧の経費には配分ができます

ので、まだこれちょっと時間が掛かるかと思

いますけれども、そういう制度もございます。
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車につきましては、ここは何とも難しいん

ですが、先ほど申し上げましたけれども、自

動車税を納めたばかりだというところで、車

を使えないということで廃車にすれば、自動

車税を還付するという仕組みもございます。

様々今、我々も７月の九州北部豪雨災害のと

きにいろいろ、そういう手を尽くしておりま

すし、御相談いただければと思います。

玉田委員 豊後大野市もまだ行方不明者が見

つかっていないということで、鋭意捜索いた

だきまして、本当にありがとうございます。

それで、今日、委員会があるのでというこ

とで少し市の話も聞いてきたんですが、特に

津久見、それから佐伯、我々のところも山間

部の被害が非常に大きいということで、特に、

市のところは市がやっぱりきちっと責任持っ

てやるんだけど、県管理の河川、県道につい

て、仮でもいいから早期に復旧できんだろう

かという意見と、その中で、ああ、そうかと

思ったのは、１０月に総選挙を予定されてい

て、投票所までどうやって行くかという問題

がこれから出てくるかもしれないというので、

そういう意味で、それぞれの市町村が投票所

を置きますけど、そこまでの道はやっぱり山

間部は壊れているところもあって、それは来

月間に合うかどうかというところも心配して

いるので、そこのところも含めて総務の方で

チェックしていきながら、早期の復旧をお願

いしたいと思っております。

尾野総務部長 まず早期復旧、それもできる

ところは応急で復旧をしていくというのは大

方針であります。今、人手は全部現地に入っ

ていっておりますし、市町村管理の林道等に

つきましても、県職員が入っていって現場の

確認をしております。

それと、総選挙の場合の投票所の御心配を

頂きました。我々もまだそこまで頭がいって

いなかったので、その点につきましては、県

の選挙管理委員会、市町村選挙管理委員会と

連携を取って、そうしたことにならないよう

に投票所の確保、また、期日前投票でも投票

しやすい場所への設置というようなことも考

えていきたいと思います。

油布委員長 ちょっと聞きたいんですけど、

戸次に畜産団地があるんですね。あそこ、下

の大野川からポンプアップして水を送り込ん

でいるんですけど、その水を送り込むポンプ

が、水がオーバーしたものだから、モーター

が壊れた。そして、昨日からお話しよるのや

けど、３か月先にようなるとか、ちょっとや

そっとではよくならんでということを言われ

て、酪農家とか養豚農家とかいうのは、水を

１日でやっぱり５００リットルぐらい要るん

じゃないかな。そして、県酪の方に頼んで水

を運んでもらいよる訳やな、今度は。だけど、

これいつ頃でき上がるのかいと言われてから、

私の方もいろいろするんじゃけど、こういう

ことは滅多ねえもんやけん、そげんことを急

に言われてもようならんわということで、前

向きの姿勢の話がねえわけよ。それを、農家

の人やから話すと、そういうこっちゃ困ると

言うて、結局、中に入っちょるこっちが悪う

言われるわけよ。あんたがしっかりせんと、

いつまでたってんようならんでと。そこら辺、

やっぱり行政──中部振興局には電話して、

どうにか少しでも早くしてくれんかのという

話はしておるんじゃけど、どげえなるかとい

うことが見えんのじゃな。だから極力、悪い

ですけど、皆さんで知っちょる範囲で協力し

てほしいなと、そういうふうな具合でよろし

くお願いします。

尾野総務部長 振興局と大分市の方で、早急

に調査にもう行っていると思いますけれども、

対策についてしっかりやるようにこちらから

も言っておきます。

それと、当面は給水車による対応というこ

とになると思いますので、この手配は多分、

畜産の場合はすぐやっていますので、あとは

モーターと配管がどこまでやられているかと

いうことだろうと思いますので、調査の上、

早急な対応をいたします。

油布委員長 そこで僕が思うのは、これで２

回目なんだよな。こういう大雨が降るごとな

ったらしょっちゅう起こるんじゃなかろうか
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と。そして、出来上がって今回ようしたら、

時期が見えたらモーターを上げてもらいたい

んだわ。今は、大野川とか遠いんじゃけん、

距離は。１０号線を渡ってからじゃけん、遠

いんじゃけど、水が入ってくるとずっとこっ

ち側の水が増えるからモーターが水没する。

だから、ある程度時期が来たら、モーターを

ちょっと上げてもらいたいないと、水位が来

ても大丈夫みたいな形で。

古手川委員 担当はどこになるんですか。

尾野総務部長 農林水産部だと思いますので、

調査を……

古手川委員 そのまま部長の顔が農林水産部

長に見えます。

油布委員長 それで、知恵を借りたいなと。

お願いします。

尾野総務部長 ちゃんと言っておきます。

麻生委員 今回の災害で床上浸水、床下浸水

の件数が、九州北部豪雨災害よりも多いと。

例えば、日田、中津方面というのは、福岡方

面からもかなりボランティアが入ってきて、

相当な力を発揮していただいたんですが、今

回の県南地域というのは、もともと交通の便

もよろしくないところで、ボランティアが集

まるのか非常に心配しているんですね。もう

既に、今週末バス１０台とかいうことで、福

岡方面からとかいろんなところからバスボラ

ンティア、１人２千円というようなツアーを

準備していただいておりますけど、非常に心

配しているんですね。じゃ、週末まで待つの

か、今週末終わったらまた次の週末というふ

うな形でしかない。それでは被災者はもう大

変だと思うんですね。

そこでちょっと確認なんですが、５年前の

豪雨のとき、中津方面等々も含めて、やっぱ

り一番機能できるのは消防団だと。組織力、

機動力、ポンプ車。あのときの反省として、

それぞれの地域で自治体のトップ同士が相互

応援協定を結んでいると思うんですが、選挙

もあって市長が替わったりして、その認識も

ないんじゃないかなという部分もあるんです

が、今回の県南の海岸部の各市町村は、消防

団の相互応援協定はどうなっているのか、県

はどういうふうに把握しているのか。それに

ついて、先ほど災害救助法の適用で財源措置

とかいろいろな部分ができると。消防団の派

遣を他の自治体から行けというようなことも、

その相互応援協定の中身を見ますと、被災自

治体から要請をしなくても、協定を結んでい

る側が、これは大変なことだと思えば、そこ

の自治体のトップが英断によって、行けと判

断をして送るような協定も結んでいるという

ふうに５年前の記事をずっと調べてみると出

ているんですね。その辺の実情とか、大分県

として各自治体間のそうした消防団の応援協

定について、何か調べてサポートしていると

かアドバイスしているというようなことはご

ざいますか。

尾野総務部長 今、総務部でその関与はして

おりませんが、それは生活環境部若しくは防

災局の方に確認をしたいと思います。

消防団の派遣となったときのタイミングが

どのタイミングかというと、多分、救命、人

命救助といったようなところが、消防職、団

員という扱いからするとそういうことなのか

なと今直感的には思うんですけれども、そこ

は確認をしてみます。

麻生委員 私が、何で総務部でこんな話をし

たかというと、災害救助法の適用等々、要は

財源なんですよ。消防団員を派遣すると、当

然、公務災害保険等々も入っている中で、前

回のときもそうだったんですが、中津等々で

床下浸水、床上浸水した。それで被災してい

ない他の自治体からポンプ車を持ってきて、

泥の除去をした。あの高圧噴射によって早い

んですよ。そういったことも含めて、だから

消防団じゃないと、そういったボランティア

にしても間に合わないというようなことがあ

ったので、最終的にはあのときも、自治体間

の話の中で、市長同士の話の中で、頼むわと。

多分、派遣も完璧にボランティアか何かで確

か行かせたんですよ。それで、お互いさまや

から、次何かあったときにということでその

ときは終わったんですけども、本来は、やっ
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ぱりそういった公務災害を含めて、自治体の

トップが派遣をしてあげられるような形を、

やっぱり財源的な部分も含めて、応援協定を

どことどこが結んでいるか。それによって、

派遣をする側の出動命令によって行けるのか

どうかとかそういった部分は、これは総務部

の財源部分でしっかり、早急にチェックをし

て確認をしてほしいと思います。

尾野総務部長 まず、消防団、消防職員──

縦割り的な話で申し訳ありませんけれども、

今、防災局が管理をしております。多分、協

定について、今資料があるとすればそちらだ

と思います。

それと、災害救助法の適用、これについて

は福祉保健部の地域福祉推進室でございます。

そこが告示をするということになっておりま

して、財源的な話も含めまして、そちらが今

判断をしております。いずれにしても、こち

らの方から全体としてどうなっているのかと

いうことは問合せもし、把握をいたします。

麻生委員 ５年前にもあって、災害対策本部

で、その会議の中でそういった部分も意見を

出し合って状況報告をして情報共有をして、

その上で今日の委員会で報告をするというの

が当たり前だと、そのことだけ指摘をしてお

きます。

古手川委員 済みません。当事者の立場で、

昨日も大分市のそういう半島部に対する水の

部分だとか、もう夜間作業でいいから運転手

さんも入れずに大分から来た方が全部やって

くれております。

そして、水道の復旧の部分も、もう翌日か

ら、麻生委員、やっぱりこっちの方から来て、

その辺全部、県が仲介をして、それと現地が

やっぱり落ち着いていないんで、違う形で来

られても指示、命令がですね。僕は、今朝晩、

市の課長会議に全部一緒に入っていますけど、

把握ができていないので、だから少し落ち着

いた中で今言う消防団だとか部分的な部分と

いうのはあるかもしれませんけど、現地とす

ると、非常によくやっていただいておるとい

う、緊急のところでしか今できませんけど。

だから、消防団の件は前回からの麻生委員

の問題意識等、それはもうそのようにできて

越したことはないと思うんですけど、ちょっ

とお話を聞いていて、現地からすると──そ

れはそれで、今、尾野部長がおっしゃるよう

にきちっと総務の立場で確認はしていただき

たいし、これから先、またそういう部分、来

て水で洗ってもらうという部分が出てくるか

と思いますので、済みません、聞いていてち

ょっと感想ですけれども、申し訳ないです。

麻生委員 現地からそういう声が上がってい

るから言っている、私は。

古手川委員 いやいや、ですから当事者から

するとここの議論でなくて、ただそこは必要

な部分はあるんでしょうけど…。済みません。

油布委員長 いいですか、そういうことで。

麻生委員 はい。

油布委員長 ほかに御質疑もないようであり

ますので、台風災害関係の報告を終わります。

次に、商工労働企業委員会から合い議のあ

りました第８４号議案大分県産業振興条例等

の一部改正について、執行部の説明を求めま

す。

吉冨税務課長 お手元の総務企画委員会説明

資料の１ページをお開き願います。議案書は

３２ページですが、お手元の資料により説明

させていただきます。

一番上にありますとおり、企業立地促進法

の改正により事業内容等の見直しと法律名称

が地域未来投資促進法に改められたことに伴

い、総務部所管の大分県税特別措置条例の改

正を行うものであります。

その下の改正の背景ですが、（１）及び

（２）にありますとおり、地域経済における

事業環境の変化に伴い、産業・雇用の担い手

が多様化していること、企業立地促進法の制

度では、非製造業の多くが支援対象外である

などの課題がありました。

このことから、（３）にありますとおり、

サービス業などの非製造業も含んだ幅広い事

業を対象とした支援措置が必要となり法改正

が行われ、その下の矢印にありますとおり、
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地域における経済活動を牽引する地域経済牽

引事業が創設され、その事業への支援措置が

講じられることとなりました。

具体的には、その下の矢印にありますとお

り、地方公共団体が地方税――不動産取得税、

県固定資産税の課税免除を行った場合に、そ

の減収に対して地方交付税により補 措置を

講ずることとされたことから、本県において

も課税免除措置を創設するものです。

次に２ページを御覧ください。主な改正内

容は２点ございます。

１点目は、１にありますとおり、企業立地

促進法の改正に基づく見直しです。

総務部関係分としましては、（２）の大分

県税特別措置条例について、①当該対象施設

の用に供する土地・建物等の取得に対する不

動産取得税と、②機械及び装置等に対する県

固定資産税に係る課税免除措置を創設するも

のです。

２点目は、２にありますとおり、農村地域

工業等導入促進法の改正に基づく見直しです。

総務部関係分としましては（２）の大分県税

特別措置条例について、減収補 措置が廃止

されたため、課税免除措置を廃止するもので

す。

ページ一番下の、施行期日につきましては、

公布の日を予定しておりますが、企業立地促

進法改正に伴う条例改正については、地域未

来投資促進法に基づく基本計画の国からの同

意の日から適用することとしています。

油布委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 まず一つ、地域経済牽引事業を行う

事業者という規定があるけど、これはもう少

し具体的にどういう事業者を想定されている

のかということと、あと、今回２億円から１

億円以上に変わって、製造業以外でもサービ

ス業等もオーケーと。大分県で言えば、具体

的にどういう業種が対象になる場合があるの

か。今は製造業だから分かりやすかったけど、

それ以外、どういう対象になるかというとこ

ろを少し教えてください。

渡辺企業立地推進課参事 これまでは、企業

立地促進法では製造業やサービス業しかなか

ったという状況でした。

今回の改正によりまして、これが１０業種

の産業に拡大しております。例えば、サービ

ス産業では、観光資源を活用したサービス先

やＩｏＴとかを進めるそういった情報系のサ

ービス。当然、農林水産業等もその中に入り

ます。

堤委員 じゃ、地域経済牽引というのはどう

いうの。

渡辺企業立地推進課参事 地域経済の牽引の

規定についてですが、基本的には、目標数値

としまして、現在計画を、５年間で３５件ほ

ど考えておりますけど、その中では、平均所

得額が増えないといけないとか、雇用創出者

数が増えないといけないとか、そういった付

加価値増加額、そこら辺のところを指標とし

て示していただく必要が出てきております。

我々として、その内容を精査した上で承認し

まして、加えて、国の方で更にそれについて

承認確認が行われるという流れになっていま

す。

堤委員 はい、いいですよ。

油布委員長 ほかに御質疑もないようですの

で、これより採決いたします。本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと商工労働企業委員会に回答

することに、御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

油布委員長 御異議がありますので、挙手に

より採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと

決することに賛成の方は、挙手願います。

〔賛成者挙手〕

油布委員長 賛成多数であります。よって、

本案は原案のとおり可決すべきものと商工労

働企業委員会に回答することに決定いたしま

した。

堤委員 ちょっといいですか。さっき言った

具体的な中身、１０業種とか、付加価値を高

めるとか、そういう何かペーパーがあったら、
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後日でいいですから資料をください。

渡辺企業立地推進課参事 分かりました。

油布委員長 次に、付託案件の審査を行いま

す。

第８０号議案平成２９年度大分県一般会計

補正予算（第４号）及び第４号報告平成２９

年度大分県一般会計補正予算（第３号）の本

委員会関係部分のうち、総務部関係について

は、関連がありますので、一括して執行部の

説明を求めます。

尾野総務部長 平成２９年度一般会計補正予

算関係の議案及び報告については、豪雨災害

復旧・復興対策を中心に編成していますので、

一括して、歳入全般と総務部関係の歳出につ

いて説明します。

議案書の１ページの目次を御覧ください。

一番上の第８０号議案平成２９年度大分県一

般会計補正予算（第４号）が９月補正予算案

になります。次に２ページの中ほどの第４号

報告平成２９年度大分県一般会計補正予算

（第３号）についてが、７月１８日に専決処

分した補正予算になります。これらについて、

総務企画委員会説明資料で説明させていただ

きます。

資料の３ページを御覧ください。

まず、７月に専決処分した補正予算につい

て説明します。

九州北部豪雨災害の発生直後から、県では、

応急復旧に取り組むなど精一杯の対応をして

まいりました。必要な予算については、既決

の災害に係る予算等で対応するとともに、不

足する経費の中で早急に取り組む必要がある

ものに限って、補正予算の専決処分をさせて

いただいたところです。

表の左から２列目の７月専決を御覧くださ

い。

補正額は、中ほどの合計欄Ａにありますよ

うに、１０億７，４５４万９千円です。

その内訳は表の一番左の列の項目欄にあり

ますように、①被災者・生活支援では、避難

所の設置、土砂の撤去、民間賃貸住宅の借り

上げなど、被災者の生活再建に必要な支援経

費を計上したものです。

その下の②農林水産業、商工業観光への支

援では、農林水産業や商工業者の早期再開に

向けた緊急復旧支援費、夏の観光シーズンを

直前に控えた緊急誘客対策費を計上したもの

です。

その下の③社会インフラ等の復旧では、国

の災害査定に迅速に対応し、早期に道路・河

川・山地等の復旧工事に取り掛かるために欠

かせない災害調査費を計上したものです。

財源は、合計欄の下にありますように、上

から国庫支出金１億５６４万２千円、繰入金

７億６，８９０万７千円であります。

繰入金の内訳は、財政調整用基金６億７，

３７６万８千円、また災害救助基金９，５１

３万９千円であります。また、災害援護資金

用として一番下にありますように２億円の県

債を発行することとしています。

続きまして、その右の列が、第８０号議案

の９月補正予算案です。補正額は、合計欄Ｂ

にありますように１２０億５，８５０万４千

円で、このうち豪雨災害関連は二つ上のＣに

ありますように計１００億７，０２２万１千

円となります。

こちらは、復旧・復興推進計画の策定に併

せ、今後の本格的な復旧・復興に必要な経費

を追加するものです。その内訳は項目①被災

者・生活支援では、罹災証明書の発行がほぼ

完了したことから住宅再建支援金の所要額等

を計上しています。

②農林水産業、商工業観光への支援では、

農林水産業施設等の復旧に向けた補助制度を

創設するとともに、商工業、観光の補助制度

を充実させています。③社会インフラ等の復

旧では、道路、河川、山地等の復旧経費のう

ち、既決予算で不足する災害復旧や改良復旧

に要する工事費等を計上しています。

なお、当初予算での対応額を加えますと、

九州北部豪雨災害関連経費は、一番右のＤに

ありますとおり、約２１０億円となっていま

す。

また、今回の補正では、表一番左の項目欄
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の中ほどにその他としてまとめていますが、

安心・活力・発展プラン２０１５の取組を加

速するための経費や２８年度の決算剰余金の

財政調整用基金の積立て等も計上しています。

財源は、合計欄の下の財源内訳にあります

ように、①国庫支出金３９億２，７０５万３

千円、②被災地支援の寄附金２，４６４万５

千円、③繰入金４億５１１万円で、繰入金の

内訳は、財政調整基金２億８，６７６万円、

県有施設整備基金等１億１，８３５万円です。

また、④決算剰余に伴う繰越金２６億８，

１６８万２千円、⑤諸収入等１０億３，５０

１万４千円、⑥県債３９億８，５００万円を

計上しています。

次に、総務部関係の歳出について御説明し

ます。

７月専決予算には該当がありませんが、９

月補正予算案に３事業を計上しています。

まず、平成２９年度補正予算に関する説明

書（補正第４号）の１９ページをお開きくだ

さい。

第２款総務費第１項総務管理費第７目財産

管理費の、中ほどの事業名欄にある民間活力

導入職員宿舎整備事業費５，５６０万９千円

です。

詳細は、総務企画委員会説明資料で説明さ

せていたきますので、資料の４ページをお開

きください。

まず、１予算の概要についてですが、本事

業は危機管理体制の強化を図るため、舞鶴地

区にある職員宿舎を長浜地区にある旧大分保

健所跡地に移転するもので、当初予算におい

て歳出予算額２，６５４万６千円、債務負担

行為額として、１３億９，２６０万円の議決

をいただいております。

２当初予算における舞鶴地区宿舎の移転整

備の考え方を御覧ください。

（１）舞鶴地区宿舎の現状と課題ですが、

舞鶴地区宿舎につきましては、危機管理上居

住義務を有する職員等が居住しているところ

ですが、本宿舎は津波浸水想定区域に所在し

ており、また、耐用年数の超過により今後の

維持管理費の増大が懸念されるという状況に

ありました。そのため、浸水リスクの低い長

浜地区の旧大分保健所跡地に移転整備するこ

ととしました。その整備手法については、

（２）①のとおり、昨年度に行いました民間

活力導入可能性調査に基づきまして、県が直

接整備する方式や民間活力を活用するＰＦＩ

方式、定期借地権方式などを比較検討した結

果、定期借地権方式が県にとって一番低廉で

整備できる手法であることが判明しました。

このページ下に宿舎整備のイメージを載せ

ていますが、右側の図が想定される施設形態

のイメージです。（２）の②のとおり、これ

に基づいて試算した場合、県が直営で２２戸

の宿舎を整備するよりも、定期借地権方式で

は８，６７２万３千円のコスト削減効果が図

られます。これらを踏まえ、（３）の①のと

おり、宿舎整備においては、定期借地権方式

を導入し、共同住宅として長浜地区に整備す

ることで、財政負担を抑制しながら危機管理

体制の強化を図ることとしております。また

②のとおり、長浜地区には津波避難ビルが極

めて少ないことから、整備する建物を津波避

難ビルとしても有効活用することとし、県民

の安全・安心の確保にも配慮することとして

おります。

以上が２９年度当初予算として議決をいた

だいた宿舎整備の考え方ですが、７月の九州

北部豪雨災害など、相次ぐ自然災害の発生を

踏まえ、更なる危機管理体制の強化が必要と

あらためて認識いたしました。

これに伴い、今回の補正予算としましては、

一番上の１予算の概要の補正予算の欄にあり

ますとおり、歳出予算額として５，５６０万

９千円、債務負担行為額として４億６，０８

０万円の追加をお願いしたいと思っています。

５ページを御覧ください。まず３宿舎戸数

追加の考え方であります。危機管理対応職員

が災害発生時に機動的に行動できるように、

具体的には２０分以内に県庁まで登庁するこ

とになっています。既存の近隣宿舎の統合も

含め、宿舎戸数を６戸増やし、既存宿舎と合
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わせ２８戸を整備することとし、これにより

危機管理体制を強化したいということであり

ます。

また４隣接地購入の必要性についてですが、

４ページ中ほどの（２）の下段枠囲みにあり

ますとおり、民間活力導入可能性調査の際、

事業者から住宅地としては現地のみでは狭く、

周辺まで含めて一体整備が必要といった意見

もあったところであり、事業用地として若干

の手狭さを感じておりました。５ページ中ほ

どの図にありますとおり、事業用地の隣接地

を取得できないか検討していました。そうし

たところ隣接地の持ち主と話ができまして、

購入が可能ということで、今回購入をしたい

ということであります。これによりまして、

宿舎東側からも避難が可能になることから、

津波避難ビルとしての機能向上にもつながる

ということで、今回用地購入費を計上させて

いただいたものです。

次に、平成２９年度補正予算に関する説明

書（補正第４号）の４７ページをお願いしま

す。

第１３款諸支出金第１項積立金は、中ほど

の事業名欄にありますとおり、先ほど申し上

げました２８年度決算剰余金を、条例に基づ

き３分の１相当額を財政調整基金及び減債基

金にそれぞれ８億９，３９２万８千円積み立

てるものです。

説明は以上です。御審議のほどよろしくお

願いします。

油布委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

尾島委員 先ほどの用地取得の件ですけど、

面積、坪単価が分かれば教えていただきたい

んですけど。

中園県有財産経営室長 面積が６７４平米で

ございます。平米単価が８万２，５００円で

ございます。

堤委員 一番最初の予算の関係だけれども、

九州北部豪雨の災害の専決と補正だよね。

それで、今回の台風１８号の予算というの

は、当然まだ出ていないし、そこで、その財

源と言うか、先ほどから緊急緊急でいろいろ

やっていくということなんだけれども、その

財源がなかったらできないと思うんですね。

そこは、具体的に財政としてはどういう流れ

になっていくんでしょうか。

佐藤財政課長 今の資料の３ページ、財源の

内訳のところのちょうど真ん中ぐらいのとこ

ろにあるように繰入金の下に財政調整基金を

書いていますけれども、そこの基金のところ

で今、予算で９億６千万円使っておりますけ

ども、この後、２９年度末として３３５億円、

今、財政調整基金として確保しておりますの

で、財政調整基金自体はこういった緊急時に

当然取崩しをして使うべきものとして確保し

ております。今回の災害についても、必要な

経費については、財源としては財政調整基金

を取り崩して使うことになろうかと思ってお

ります。

堤委員 ということは、台風１８号に対して、

財政的には心配する必要はないと。仮にいろ

いろ掛かったとしても、それで早急に手当が

できると、そういう認識で一つはいいわけね。

佐藤財政課長 はい、結構です。

堤委員 もう１個、さっきの住宅の関係、こ

れちょっと前に説明したときに、民間活力導

入で定期借地権を設定するとなっておるんだ

けれども、結局、民間が建ててそれを県が定

期借地で借りるという、簡単に言うとそうい

う流れでいいの、その逆なの。

中園県有財産経営室長 民間の方が県の事業

用地の上に住宅を建設いたしまして、そのう

ちの２８戸を県が職員宿舎として借り上げる

といった事業でございます。

民間事業者からは、県の方に土地の賃借料

を払っていただくということになっておりま

す。

堤委員 それは、何年契約になるの。

中園県有財産経営室長 一般定期借地権を設

定いたしますので、契約期間は５０年になり

ます。

堤委員 立体駐車場の整備、これは職員さん

の立体駐車場ということ。それとも民間も含
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めた立体駐車場か。１．４億円の減と書いて

あるが。

中園県有財産経営室長 隣接地を購入する前

に導入可能性調査を行いましたところ、１５

階建て程度の共同住宅の建設が可能ではある

んですが、その分の駐車場が確保できないと

いうことで、立体駐車場が必要であろうとい

うことを想定しておりましたけれども、今回、

隣接地を購入することによって、そういう立

体駐車場の建設も不要になるというふうに想

定をいたしております。

堤委員 そういうことね、はい、分かりまし

た。

油布委員長 ほかに御質疑もないようですの

で、これで質疑を終わります。

なお、第８０号議案及び第４号報告の採決

は、企画振興部関係の審査の際に一括して行

います。

次に、第８２号議案職員の育児休業等に関

する条例の一部改正について、執行部の説明

を求めます。

藤原人事課長 第８２号議案職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について、御説明

申し上げます。

議案書は２８ページですが、総務企画委員

会説明資料の６ページで御説明させていただ

きます。

まず、１改正趣旨でございますが、本年３

月に、雇用の継続を通じた職業の安定を図る

ことを目的とした雇用保険法等の一部を改正

する法律が公布され、この中で地方公務員の

育児休業等に関する法律が併せて改正された

ことから、県で任用する非常勤職員の育児休

業について制度改正をお願いするものでござ

います。

非常勤職員の育児休業制度については、非

常勤職員の一般職化に伴い、本年第１回定例

会において、御審議・御了承いただき、本年

４月から導入されたところです。

現行制度は、参考１にありますとおり、原

則として、①がお示しするとおり、子の１歳

到達の日までとなっておりますが、保育所に

入所できないなど、特別の事情がある場合は、

②の１歳６月まで延長できることとなってお

ります。

今回の法改正で、③に新設とありますとお

り、同じく、特別の事情がある場合は、２歳

到達の日まで延長できることとなったことか

ら、所要の条例改正を行うものであります。

３施行期日については、改正法の施行と同

じく、本年１０月１日としているところでご

ざいます。

説明は、以上でございます。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。

油布委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 別に御質疑もないようですので、

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

油布委員長 御異議がないので、本案は、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、第８３号議案大分県使用料及び手数

料条例の一部改正について、執行部の説明を

求めます。

佐藤財政課長 第８３号議案大分県使用料及

び手数料条例の一部改正についてです。

議案書は３０ページですが、総務企画委員

会資料で説明させていただきます。資料の７

ページをお開きください。

今回の改正は、１の基本的な考え方のとお

り、法令の改正等に伴う手数料の新設・改定

の４件の改正を行うものです。

まず、①の住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律関係事務です。

民間の空き家・空き室を活用して、高齢者や

低所得者等に対する住宅セーフティネット機

能を強化するため、法改正により住宅の確保

に特に配慮を要する方の入居を拒まない賃貸

住宅の登録制度が創設されたことによりまし

て、その審査に係る手数料を新設するもので
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す。

手数料の額は、国が示す標準処理時間を基

に設定した金額です。

次に、②の不動産特定共同事業法関係事務

です。空き家・空き店舗等の再生事業に地域

の不動産事業者等が幅広く参入できるように

するため、法改正により、出資総額が１億円

以下かつ一人当たりの出資額が百万円以下の

小規模な不動産特定共同事業を行う者の登録

制度が創設されたことから、その審査に係る

手数料を新設するものです。

手数料の額は、国が標準令で示す金額と同

額です。

三つ目は、８ページの③旅行業法関係事務

です。これまで規制の対象となっていなかっ

た、旅行会社の依頼を受け旅行先のホテルや

レストラン、ガイドなどの手配を行う旅行サ

ービス手配業者の業務の適正化を図り、旅行

商品の質の確保や旅行者の保護を図るため、

法改正により旅行サービス手配業者の登録制

度が創設されたことから、その審査に係る手

数料を新設するものです。

手数料の額は、国が基準として示す業務の

手数料と同額です。

四つ目は、④通訳案内士法関係事務です。

訪日外国人旅行者の増加とニーズの多様化に

対応するため、法改正により幅広い主体によ

る通訳ガイドが可能となるよう通訳案内士の

業務独占規制が廃止されました。全国通訳案

内士へと名称変更されたことから、条例中の

名称の変更等所要の改正を行うものです。

最後に、条例の施行日は、各改正法の施行

日としていますが、③の旅行業法関係事務の

み、準備行為として施行日前でも申請を行う

ことができると規定されていることから、条

例の公布日を施行日としたいと思っています。

説明は以上です。御審議のほどよろしくお

願いします。

木付副委員長 委員長が中座しましたので、

私が代わりに進めます。これより質疑に入り

ます。

堤委員 住宅確保要配慮者云々ということは、

これは結局、低所得者、高齢者をアパートに

入れると。そのために、大家さんが登録をす

るという内容だと思うんだけど、これしなく

ても今、多分、都会やったらそういうのがあ

るかもしれんけれども、大分県の場合はあん

まり、低所得者だから、高齢者だからだめと

かいうのは少ないんじゃないかな。だから、

増減額未定としているのかなという思いがあ

るんだけれども、可能性は、それは大分県で

もあるんでしょうかね、そういう場合。

それからもう一つ、これ旅行サービス手配

業者、これは前も聞いたんだけども、増減額

ゼロ円というふうになっているんだけれども、

これ結局、こういう業種というのは、大分県

に今ないと思うんやけど、これから出てくる

可能性があるというふうに踏んでいるんでし

ょうか。その２点だけ教えてください。

佐藤財政課長 まず、①番の住宅確保要配慮

者のところなんですけれども、委員おっしゃ

るとおりもともとの法の改正の趣旨というの

が、高齢者、孤独死の関係等が懸念されると

か、低所得者であれば滞納が懸念されること

で、入居を拒む方がいらっしゃるということ

で、そういった弱者の方の住宅のセーフティ

ネットということでこういった制度ができて

おります。大分県内でこういった事例がある

かというと、私どもが認識している中では、

部の方からそういったのは聞いておりません

けれども、だんだんそういったことも今後あ

る程度あろうということで、全国的な法改正

でありますので、大分県の条例上も規定の整

備をさせていただきたいと思っております。

それから、もう一つ、旅行業法関係事務の

方ですけれども、旅行サービス手配業者、旅

行業を無登録でやっている業者というのは、

今のところ大分県にはいないという認識であ

ります。今後、インバウンド等で外国人旅行

者等が増えてくると、例えば中小の東京の方

とかのネット等で旅行の受付をするような旅

行業者は、例えば大分県内で旅行をするとき

に、自分のところの手足がないので、こうい

った旅行業者にいろいろ頼むことがあるとい
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うことです。そのときに、例えばキックバッ

クを想定して、そこの土産品店を連れ回すと

か、そういったことが都会では今よく懸念さ

れていますけれども、大分県においても、今

後インバウンドで外国人が増えてくるような

状況の中で、そういったことも懸念されるこ

ともあると思いますので、規定の整備として

は、今の段階でさせていただきたいと思って

います。確かに、そういった業者というのは

今のところ県内ではないと聞いています。

堤委員 はい。分かりました。

油布委員長 ほかに御質疑もないようですの

で、これより採決いたします。

なお、本案については、土木建築委員会に

も関係がありますので、合い議をいたしまし

た結果、原案のとおり可決すべきとの回答が

ありましたことを申し添えます。

それでは、本案は、原案のとおり可決すべ

きものと決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

油布委員長 御異議がないので、本案は、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、執行部から報告の申出がありますの

で、これを許します。

幸行政企画課長 大分県行財政改革アクショ

ンプランの進捗状況についてと公社等外郭団

体の経営状況等についての２点について御報

告します。

お手元に、平成２８年度大分県行財政改革

アクションプランの進捗状況について、資料

２概要版と資料３個表をお配りしております

が、資料２の概要版で御説明させていただき

ます。１ページをお開きください。

まず初めに、アクションプランの概要につ

いて御説明させていただきます。

左肩の第１の策定の背景については、枠囲

みの下から２行目にありますように、安定的

な財政運営に必要な財政調整用基金残高を確

保できるよう、より一層の行財政改革に取り

組んでいるものです。

次に、第２のアクションプランのポイント

については、一つ目のマルにありますとおり、

基本目標として、新長期総合計画を支える行

財政基盤の強化を掲げ、財政調整用基金残高

の確保と県債残高の抑制を図ることとしてい

ます。

また、第３の取組の柱として、１の歳入の

確保から５の多様な主体との連携・協働の推

進の五つの項目を掲げて取り組んでいるとこ

ろです。

次に、２ページを御覧ください。進捗状況

の総括表についてです。

表の一番上の左から２列目の１項目数の下

の目標総数の欄を御覧ください。

一番下の行の合計欄にありますように、プ

ラン期間中の目標総数は１２０項目ですが、

そのうち２８年度までに取り組むべき項目数

は、その右にありますように、９６項目とな

っています。

その実績としては、その右にありますよう

に、前倒し実施やアクションプランに掲載し

ていない新規取組分も含め１０３項目となっ

ています。

なお、欄外の米印２に記載していますが、

新規の取組として、基金活用の拡充や県民の

森の立木の売却など、アクションプランの趣

旨に沿って、六つの取組を実施しています。

次に、表の右側の２効果額については、一

番下の行の右から５列目にありますように、

プラン期間中の目標総額は７８億４千万円で

すが、そのうち２８年度までの目標額につい

ては、その右のとおり、１７億６千万円とな

っています。

その実績としては、その右にありますとお

り、３０億６千万円と目標額を１３億円上回

っていますが、その主な要因としては、一番

下から７行目にあります県有財産の利活用促

進の実績額が、目標額を６億５千万円上回っ

たことなどによるものです。

続いて、３ページをお開きください。アク

ションプランの２８年度までの主な取組項目

についてです。
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まず、１の歳入の確保については、１番目

の県税収入の更なる確保として、自動車税に

ついて、これまでの金融機関等での納付に加

え、クレジットカードによる納付を可能とす

るとともに、市町村への県税職員の派遣数を

増員し徴収体制を強化したことなどにより、

１億９千万円の増収となっています。

次に、２の歳出の見直しでは、３番目の公

債費等の抑制として、金利水準が低くなって

いることから、過年度に発行した１％を超え

るような利率の高い県債などを、５５億円繰

上償還し、将来の利子負担の軽減を図ったと

ころです。

３の資産マネジメントの強化では、１番目

の県有財産の利活用推進として、高校再編に

より未利用財産となった旧臼杵商業高校の校

舎の売却や総合庁舎の空きスペースの有効活

用などにより、１０億円余りの効果額を生み

出しています。

４の組織の見直し・人材の育成活用では、

１番目の組織・機構の見直しとして、民間の

人材養成機関が充実したことにより、訓練科

目の見直しを行ったところです。なお、県税

事務所の見直しについては、後ほど、税務課

長から御説明いたします。

２番目の職員の意識改革と業務の効率化で

は、昨年度は、４月に発生しました熊本地震

からの復興や若者の定住促進に向けて、２本

のコマーシャルを制作・放映いたしました。

こうしたパブリシティ活動の広告換算費は、

約１０４億円に上っています。

５の多様な主体との連携・協働の推進では、

２番目の市町村との連携として、昨年７月か

らパスポートの申請手続に関する事務を大分

市に移譲しており、利用者の方々の利便性の

向上が図られたものと考えています。

最後に４ページをお開きください。

アクションプランの基本目標である財政調

整用基金残高と県債残高についてです。

いずれも２８年度決算見込みの数値となっ

ています。基金残高については、左の表の一

番下の差引欄の右から４列目にありますよう

に、目標とする４００億円を１７億円上回っ

ています。

県債残高についても、右の表の右から４列

目の一番下及び下から２行目にありますよう

に、総額及び臨時財政対策を除いた実質的な

県債残高ともに目標額を下回っており、基金

残高の確保と併せて県債発行額の抑制が図ら

れているところです。

現時点では、いずれの目標も達成しており

ますが、経済情勢の先行きは不透明であるこ

となどから、今後とも引き続き、アクション

プランに掲げる取組を推進し、更なる行財政

基盤の強化に努めてまいりたいと考えていま

す。

次に、公社等外郭団体の経営状況等につい

て御報告いたします。お手元の総務企画委員

会説明資料の９ページをお開きください。

まず、指導指針対象団体についてですが、

最初の枠内にありますとおり、平成２１年９

月に策定した大分県公社等外郭団体に関する

指導指針に基づき、県の出資割合が２５％以

上等の指定団体が３０団体、出資割合が２５

％未満のその他の出資団体が１８団体の、合

わせて４８団体を対象としています。

次に、地方自治法により議会へ報告するも

のとしては、２２団体となっています。上か

ら２番目の枠内の（２）にありますとおり、

①に該当する土地開発公社及び住宅供給公社

の２社と、②及び③に該当する県が資本金等

の４分の１以上を出資している２０団体とな

ります。

なお、それぞれの団体の経営状況等につい

ては、本議会の各常任委員会において、所管

部局から報告させていただきますので、私か

らは、経営状況や県の人的・財政的関与の状

況について総括的に御説明させていただきま

す。

資料中ほどの１の対象団体の状況の表の一

番右の欄を御覧ください。前年度と比較して

１減となっています。

これは、欄外にありますとおり、行財政改

革アクションプランに基づき、施設の管理が
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主たる業務であり政策的関与が薄い団体とし

て、一般財団法人大分県中小企業会館との出

資関係を解消したことによるものです。

次に、２の経営状況についてです。（１）

の赤字団体数の推移の表にありますとおり、

指導指針を策定した平成２１年度以降、赤字

団体数は減少傾向にありますが、２８年度に

ついては、赤字から黒字に転換した団体が５

団体あったものの、熊本地震による売上げの

減少などにより黒字から赤字に転じた団体が

６団体あることから、前年度と比較して１増

の１４団体となっています。

続いて、１１ページを御覧ください。これ

は団体概要の一覧表ですが、表の右から２列

目に直近の決算状況として、当期純利益を記

載しています。当期がマイナスとなっている

団体のうち、額が大きい団体について御説明

させていただきます。

まず、指定団体についてですが、表の上か

ら１０番目の大分県産業創造機構が７,７８

２万６千円のマイナスとなっています。これ

は、国の補助金により造成した基金について、

事業の終了に伴い国へ返還したことなどが主

な要因ですが、基金返還分等を除く実質的な

赤字が約２００万円となっています。そのた

め、経営改善に向けて、経費削減に努めると

ともに、会員企業の増加や研究開発等外部資

金の獲得に取り組むこととしています。

また、２５番の大分県土地開発公社につい

ては、用地交渉の不調などにより、事務費収

入を確保できなかったことから、４,０９０

万２千円のマイナスとなっています。そのた

め、市町村からの受託事業の拡大などに取り

組むこととしています。

なお、一番上の大分県自治人材育成センタ

ーにつきましては、後ほど所管課である人事

課長から御説明させていただきます。

次に、１２ページを御覧ください。その他

の出資団体についてです。

上から２番目のサン・グリーン宇佐につい

ては、宿泊施設はちまんの郷宇佐を運営して

いますが、熊本地震の影響等により２８年度

決算が５，８５２万１千円のマイナスとなっ

たこともあり、表の一番右にありますように、

１億１,６０７万８千円の債務超過となって

います。

そのため、昨年度策定した経営改善計画に

基づき、経営の健全化を図るとともに、今後

の運営方針について検討を行っているところ

です。

また、１４番の大分県畜産公社については、

５億４，９３０万６千円のマイナスとなって

います。これは、昨年７月に新施設が完成し、

旧施設の撤去等に伴う特別損失が発生したこ

となどによるものですが、中長期経営改善計

画を策定し、集荷頭数や輸出量の拡大を図る

こととしています。

１０ページにお戻りください。３の県の人

的・財政的関与の状況についてです。

（１）の人的関与の状況についてです。①

の県職員の派遣については、表の一番右の備

考欄にありますとおり、指定団体の大分県芸

術文化スポーツ振興財団及び大分県土地改良

事業団体連合会について、プロパー職員が育

成されたことから、県からの派遣を削減して

います。

一方、大分県土地開発公社については、玖

珠工業団地の造成工事に着手したことに伴い、

２９年４月から新たに１名を派遣しており、

全体としては２名の減となっています。

次に、②の県職員の役員就任についてです。

表の一番右の備考欄にありますとおり、大分

県社会福祉協議会について役職を変更したこ

とや、大分県体育協会について役員改選があ

ったことにより、全体としては３名の減とな

っています。

続いて、（２）の財政的関与の状況につい

てです。①の委託料については、表の右から

２列目の計の欄にありますとおり、総額で４

０億９,９３２万３千円であり、前年度に比

べて３億８,７６５万１千円の増となってい

ます。

これは、欄外の主な増減要因にありますよ

うに、大分県土地開発公社における用地取得
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事業の増や大分県土地改良事業団体連合会に

おける中核的な担い手への農地集積を図るた

めの農地再編整備構想の作成委託業務の増な

どによるものです。

その下、②の補助金・交付金・負担金につ

いては、表の右から２列目の計の欄にありま

すとおり、総額で５９億３,９１８万７千円

であり、前年度に比べて１７億２,８７１万

２千円の増加となっています。

これは、欄外の主な増減要因にありますよ

うに、熊本地震からの観光復興を図るため、

国内誘客緊急対策事業等補助金、いわゆるふ

っこう割事業を行ったことなどによるもので

す。

公社等外郭団体の運営については、県の行

財政運営にも影響を及ぼすことから、今後と

も、経営状況を適切に把握するとともに、県

の人的・財政的関与についても検証してまい

ります。

藤原人事課長 公益財団法人大分県自治人材

育成センターの経営状況について御説明いた

します。

総務企画委員会説明資料の１３ページ、県

出資法人の経営状況報告概要書をお開き願い

ます。

本法人は、県と市町村の職員研修を一元的

に実施するために設立された団体で、２６年

４月から県と市町村職員の研修を一元的に実

施しております。また、これまで会長を務め

ていた佐伯市長が退任し、今年の４月から臼

杵市長が就任しています。

２の県出資金は３００万円で出資比率は市

町村と折半で５０％です。

３の事業内容ですが、県内自治体職員に対

する研修を実施するとともに、各自治体が実

施する研修に対して支援等を行っています。

次に４の２８年度決算状況ですが、本財団

は研修の実施以外に自主事業はなく、県負担

金と公益財団法人大分県市町村振興協会補助

金によって運営されております。

本財団は研修施設を保有していることから、

資産の大半は、研修施設やその附属設備であ

り、下線の当期正味財産増減額がマイナス５，

０７４万７千円になっているのは、主に研修

施設等の減価償却費計上によるものです。

なお、県は、県職員研修実施に必要となる

財団運営費及び研修経費を負担しております。

次に５の問題点及び懸案事項ですが、今後

の課題として、研修一元化のメリットを生か

した研修内容の向上と、その効果としての職

員の能力向上、さらには、県と市町村職員の

連携・協力を促進していく必要があると考え

ています。

最後に６の対策及び処理状況ですが、平成

２７年度からフォローアップ調査を実施して

おり、研修効果の検証を行った上で、研修内

容の改善を図ってまいります。

また、県職員と市町村職員の合同研修を拡

充するとともに、県・市町村職員の連携・協

力の促進のために、懇親会等各種交流会を通

じて人的ネットワークの形成にもつなげてま

いります。

財団発足から４年目を迎えたことから、研

修の実施状況等を踏まえ、組織体制の見直し

も検討してまいります。

油布委員長 ただ今の報告について、何か御

質疑はありませんか。

麻生委員 昨年は地震があった関係で、研修

の実施等々、市町村を含めて何か影響、当初

の目標に対してできなかったのは何ぼかある

んですか。

藤原人事課長 当初、計画をしていた部分に

ついて、順延するとかいう形はございました

が、単純に廃止したとか、できなかった研修

はなかったと聞いています。

麻生委員 予定どおりできたということです

ね。はい。

堤委員 １０ページの県職員の派遣の関係で、

現職は分かるんだけれえども、元県職の派遣

というのは分かるかな、何名ぐらいというの

は。そういう実態は当然つかんでいると思う

んやけど、そこら辺はどう。

幸行政企画課長 この段階では、県職員の派

遣という形で、私の方はそこまで把握してお



- 17 -

りませんけれども。

堤委員 ああ、そう。どこか把握しているの。

藤原人事課長 後ほど資料で提出したいと思

います。

堤委員 なら、そういう資料があるわけね。

藤原人事課長 調べて回答します。

堤委員 じゃ、資料要求をお願いいたします。

木付副委員長 アクションプランの財政調整

用基金なんですけど、これ今回の台風の資金

ですよね、さっき財政課長が財調から繰り入

れると言っていましたけど、これは不足分は

もっと大きくなるということなんですか。

佐藤財政課長 行革アクションプランから見

ると、目標との差引きのマイナスが大きくな

ってきます。ただ、その分はこれから更なる

節減等で頑張っていきます。

堤委員 ちょっと関連していい。さっき財調

の関係で使っていくということで、議会の報

告というのはいつ頃になるの。２７日、つま

りどういう形でどういうものにいくら使った

よと、この１８号台風に関してね。そういう

ものというのは、議会への報告というのはな

いの。

尾野総務部長 実は、今議会中に補正第５号

が間に合うかどうかということで、今、まず

は被害の把握に努めております。そのうち、

どうしても急ぐものというのが多分出てくる

と思います。先ほど申し上げました災害救助

法の関係でありますとか、防疫と言いますか

消毒の経費でありますとか、あと今後また、

公共事業の災害復旧査定が始まるんですけれ

ども、これの事前調査の経費とか、今、そう

いうものを精査しております。間に合えば、

今議会中に提案をして御審議いただきたいと

考えております。

堤委員 もし仮に間に合わない場合には、専

決で議会後にという形、間に合わない場合は

そういう形になるということでいいの。

尾野総務部長 何とか間に合わせたいと思っ

ております。間に合わない場合は、その途中

でもし、１２月議会までの間に必要であれば

専決ということも考えられますし、１２月ま

で待てれば１２月議会での提案ということに

なろうと思います。いずれにしても、議会の

方に提案か報告かは必ずするということにな

ります。

堤委員 はい、分かりました。

玉田委員 予算案のときに聞けばよかったん

でしょうけど、７月の九州北部豪雨の災害の

査定の時期がこの時期になっていると聞いて

いるんですが、そして、例えば査定で積算し

たのが今回の台風でまたチャラになったと。

それでまた査定のやり直しというケースがあ

るんじゃないかと聞いておりますけれども、

その場合は、それは通年でも予算執行になる

ので問題ないと思いますけれども、そういう

ケースについては把握はこれからされるんで

しょうか。

佐藤財政課長 九州北部豪雨の分、日田市、

中津市が主になっているところでありますけ

れども、そちらの方でどのくらいの被害が出

ているのかというのは精査しているところで

すけれども、基本的にもうかなり、委員おっ

しゃるとおり、全く現地を確認してみないと、

また災害の内容が違えば、またそれは災害査

定も入るんでしょうけど、今のところそうい

うのがあるとは、私どもの方ではまだ聞いて

おりません。

油布委員長 ほかに御質疑もないようであり

ますので、執行部は、報告を続けてください。

吉冨税務課長 お手元の総務企画委員会説明

資料の１４ページをお開き願います。県税事

務所の見直しについて御説明させていただき

ます。

最初の枠囲みにありますように、大分県行

財政アクションプランにおいて、県税事務所

については、市町村との連携を一層強化する

とともに、業務の効率化と専門性の向上を図

るため、県民の利便性や税収の確保なども考

慮しながら、事務所体制や人員配置の在り方

を検討するとしています。

その下、１現状の（１）県税事務所の状況

にありますように、県税事務所は県内に６か

所あり、その規模等につきましては、資料中
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ほどにある表の右から４列目、収入額③の欄

にありますように、収入額が１００億円を上

回っている事務所は、上から、別府県税、大

分県税、中津県税となっています。

一方、佐伯県税から日田県税の３事務所に

つきましては、１００億円を下回っておりま

す。

職員数につきましても、表の左から２列目、

職員数①の欄にありますように、佐伯県税な

どの３事務所については、収入規模と同様に、

他の事務所に比べまして小規模となっており

ます。

次に、２の課題についてですが、人材育成

と税収確保の二つの点で課題があると考えて

います。まず（１）の人材育成では、税務経

験の浅い職員の割合が３割を超えるとともに、

経験豊富な職員が退職していく状況にあり、

税の専門知識を持った職員の育成が求められ

います。また、事務所によっては取扱件数が

少ないことから、チェックや指導体制の充実

が求められています。

次に（２）の税収確保では、県税全体の３

割を占める個人県民税については、市町村が

市町村民税と一緒に徴収する仕組みとなって

いることから、税収増を図るためには、市町

村の徴収率を高める必要があります。こうし

た課題を踏まえ、３の見直しの方向性（案）

にありますとおり、県税事務所については、

税務職員の専門性の向上と、チェック指導体

制の充実や税収確保に向けて、業務を集約化

するとともに、先ほど説明しました収入額等

の小規模な事務所につきましては、地理的条

件などを勘案の上、統廃合について検討を行

いたいと考えています。

ただし、可能な限り県民の利便性を確保で

きるよう、自動車税の身体障がい者減免申請

などの窓口業務に必要な人員については、統

廃合される地域の地方機関に配置することを

検討したいと考えています。

油布委員長 ただ今の報告について、何か御

質疑はありませんか。

堤委員 佐伯、豊後大野、日田県税の３事務

所の統廃合を将来的に考えるんだろうけれど

も、結局それはなくなるということなの。今

から検討を始めるのか、それともどこか一つ

に集約をするということなの。

吉冨税務課長 それも含めまして、今から検

討をしてまいります。

玉田委員 課題の（１）の②ですね。取扱件

数が少ないから、１税目１人が担当する人事

配置というのは、１税目を複数人で担当する

方がいいということですか、これは。

吉冨税務課長 やはりチェック体制というの

は、１人よりも２人、３人という形で担当し

た方が当然内容的によくなりますし、一番最

初に申し上げましたとおり、税務経験が浅い

職員が今もうかなり多くなっております。人

事異動や新採職員を多数採用しておるために、

税務に精通する期間がある程度は必要になっ

てきますので、そういったことからも、複数

人で担当しておれば対応が可能になるという

考え方でございます。

玉田委員 はい、分かりました。ということ

は、人員を集約して、できれば一ところにま

とめて、そこに税目も集中させた方がいいと、

そういうことですか、ここに書いてあること

は。

吉冨税務課長 一ところに置くのかというこ

とも含めて、先ほど言いましたとおり地理的

条件もありますので、そういったものも含め

て検討していきたいと考えております。

油布委員長 ほかに御質疑もないようであり

ますので、諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 ほかにないようですので、以上

をもちまして、総務部関係の審査を終わりま

す。

執行部は、お疲れさました。

〔総務部退室、国民文化祭・障害者芸術

文化祭局入室〕

油布委員長 これより、国民文化祭・障害者
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芸術文化祭局関係の審査に入ります。

それでは、執行部から報告の申出がありま

すので、これを許します。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 説

明に入ります前に、今回の台風１８号の被害

関係について、少し御報告をさせていただき

ます。

国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭につ

きましては、現在のところ、来年の本番に向

けて計画準備といった段階でございます。し

たがいまして、本番に直接影響するというよ

うな被害はまだ出ていないところではござい

ますけれども、被災した地域に居住する方々

にもたくさん関係の方もいらっしゃいますし、

また、被災自治体の担当者の方はそちらの対

応というのも増えてきますので、若干準備に

遅れが出るかなというような心配もございま

す。市町村、それから芸術団体と連絡を取り

ながら、しっかり準備を進めてまいりたいと

思っております。

それでは、説明に入らせていただきます。

７月１０日に文化庁において開催されまし

た国の国民文化祭実行委員会におきまして、

来年本県で開催されます第３３回国民文化祭

・おおいた２０１８の実施計画についての審

議が行われました。

お手元にあるのは、この当日、国民文化祭

局で作成・提出した計画書でございます。

これにつきましては、承認をされました。

そのとき、実行委員会の国の委員の皆さんか

らは、全国障害者芸術・文化祭との一体開催

ということで、国民文化祭の取組が前へ進ん

だという感じがするなというような御意見も

頂いております。

文化祭を成功させるとともに、両文化祭の

一体開催を通じまして、芸術文化を担う人材

の育成、カルチャーツーリズムによる地域の

活性化、それから障がい者の社会参加のきっ

かけづくりと、障がい者に対する理解の促進

といったレガシーを残すべく、準備を進めて

まいります。

さて、先月１５日に四つの特別委員会が設

置されました。私どもの局の関係の付託案件

につきましては、文化・スポーツを活用した

地域づくり特別委員会の文化イベントを活用

した誘客対策と情報発信、地域の振興という

事項と、障がいのある人もない人も心豊かに

暮らせる県づくり特別委員会の、障がい者が

芸術文化活動に参加できる環境づくりについ

てといった項目でございます。これらの取組

につきましては、国民文化祭の準備事業その

ものということになりますので、併せて委員

会でも報告をさせていただきたいと思います。

では、ここからは担当課長が資料に沿って

説明をさせていただきます。

秋月事業推進課長 国民文化祭、全国障害者

芸術・文化祭の準備状況について御説明いた

します。お配りしております資料１ページを

御覧ください。

開幕行事は、来年１０月６日（土）にｉｉ

ｃｈｉｋｏ総合文化センター、県立美術館及

びその周辺の芸術文化ゾーンで開催します。

開会式は、プロローグとして大分県吹奏楽

連盟の皆さんを中心とした特別編成吹奏楽団

に御出演いただきます。作曲・編曲は、オー

ケストラ等のアレンジを数多く手がけ、大分

国体の開会式の音楽も担当された、県立芸術

文化短期大学の河野敦朗教授にお願いしてい

るところで、３月に楽曲が完成の予定です。

その後パートごとの譜面を作成して練習に入

ることとしています。

オープニングステージは、小野正嗣氏の脚

本、ヨロコビ・ムカエル？を現在、穴井豪氏

が演出・振付作業に取り組んでいるところで

す。

右の点線囲みを御覧ください。

出演者については、一般公募を６月から８

月にかけて行ったところ、定員１５０名に対

して、約２５０名もの多くの方の応募があり

ました。８月の体験ワークショップを経て決

定した２２２名を中心に１２月から練習を行

うこととしています。

左の中ほどを御覧ください。

期間中は、県内各地で地域事業・分野別事
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業を実施いたします。

まず、①の市町村実行委員会事業について

ですが、各地域の特性を踏まえ、県内を五つ

のブロックに分け、それぞれのテーマに沿っ

て芸術文化事業を展開することとしています。

右の点線囲みを御覧ください。

現在、ブロックごと及びブロック間におけ

る事業日程などの調整を行うとともに、それ

ぞれの事業内容の詳細について、協議を進め

ているところです。また、事業の周知や出演

者の募集を開始するための開催要項や募集要

項の作成についても準備を進めています。

②の芸術文化団体等主催事業は、チャレン

ジ書道展や華道の祭典など、芸術文化団体等

が県下各地で主催事業を開催することとして

おり、現在、開催内容等を各団体と協議して

いるところです。

③の芸術文化ゾーン事業では、ｉｉｃｈｉ

ｋｏ総合文化センターや県立美術館で様々な

事業が予定されています。まず、ｉｉｃｈｉ

ｋｏ総合文化センターでは、大分県芸術文化

スポーツ振興財団主催のオペラが開催される

ことになっています。また、芸術文化団体と

ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターが連携して

行う事業として、おおいた洋舞連盟の洋舞踊

の祭典や大分県日本舞踊連盟の日本舞踊の祭

典などが開催されます。

県立美術館では、県の収蔵品を活用したコ

レクション展や特別企画展、障がい者アート

の祭典なども予定されています。

右の点線囲みを御覧ください。洋舞踊の祭

典等主な事業の準備状況ですが、現在各団体

でオーディションや全国公募の実施などの準

備が進められているところです。

④の障がい者アート事業については、全国

公募の作品展やダンスステージ、ワークショ

ップなどを芸術文化ゾーンを始め県内各地で

開催することとしています。

右の点線囲みを御覧ください。

ダンスステージ発表については、６月まで

に参加者公募を行い、７月から練習を開始し

ています。また、県内各地で開催される展示

会に出展する作品の掘り起こしを行うため、

専門家とともに特別支援学校や福祉施設等へ

の訪問調査を行っています。さらに、障がい

者作品の商品化が一層進むように、実践者に

よるセミナーを開催することとしています。

左下を御覧ください。

閉幕行事は、１１月２５日（日）にｉｉｃ

ｈｉｋｏ総合文化センターグランシアタで開

催することとしています。フィナーレステー

ジは、大分県芸術文化振興会議の皆さんを中

心とした実行委員会が現在取り組んでいると

ころです。

台本や演出については、日本舞踊家の藤間

蘭黄氏にお願いしており、右の点線囲みに記

載しているとおり、タイトルは大分の山々巡

行で決定しました。藤間氏は８月に県内調査

のため来県するなど、現在構想を練り上げて

いるところです。台本が出来上がり次第、音

楽などの具体的な作業に入ることとしていま

す。

閉会式については、グランドフィナーレで

より一層の盛り上がりを図るため、海外から

の評価も高いＤＲＵＭ ＴＡＯさんに演出の

構想を練っていただいている状況です。

次におおいた大茶会１年前イベントについ

て御説明いたします。

お配りしておりますパンフレットを御覧く

ださい。

県民の皆さんとともに国民文化祭の機運を

盛り上げていくため、１０月１日から１２月

５日にかけて１年前イベントを開催すること

としています。

１０月１日は、本大会のテーマ、おおいた

大茶会のヒントとなった北野大茶会が、今か

ら４３０年前に豊臣秀吉により京都の北野天

満宮で催された日に当たります。

本県文化祭の１年前イベントを催すにふさ

わしいこの日を皮切りに、様々なイベントや

展示事業等を開催し、大いに盛り上げていき

たいと考えています。

パンフレットをめくっていただき、左下の

タイムスケジュールを御覧ください。まず、
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１０月１日のステージ事業では、県立美術

館とｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターの間の

国道１９７号線を歩行者天国にして、日本文

理大学のチアリーディング部によるパフォー

マンスやカウントダウンボード披露等の開会

行事を行います。

次に伝統芸能を、県内五つのゾーンから選

出された芸術文化団体に御披露いただきます。

今回、佐伯市、津久見市からは、大宮八幡

神社、樫の実少年少女合唱団の皆さんにより

ますジョーヤラと合唱を御披露いただくこと

となっております。今回の台風の影響もござ

いましたので、それぞれの皆さんにお話を今

伺っているところによりますと、是非元気で

頑張っている様子をこの場で御披露したいと

いうお声を頂いておりますので、よくまた関

係者とお話を進めながら、当日まで進めてま

いりたいと思っているところでございます。

その後、歌手のＭａｙＪ．さんを招いての

ＦＭラジオの公開録音であったりとか、イベ

ントのエンディングには、会場の皆さんと、

来年の文化祭成功を願ってのバルーンリリー

スを行うこととしています。

なお、歩行者天国では、食のブースや市町

村紹介ブース、野点などを行い、賑わいの場

を作っていきたいと考えています。

パンフレットの裏側を御覧ください。期間

中の１０月１日から１２月５日までは、県立

美術館やｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センター、

中央町・竹町商店街の皆さんと連携し、数々

の展示事業を行いたいと思っています。

毎年多くの美術愛好家が参加する大分県美

術展覧会や県立美術館のコレクション展に加

え、来年大分で初めて開催される全国障害者

芸術・文化祭に向け、様々な障がい者アート

に係る展示も行います。

アート展、Ａｃｔｉｏｎ！では、障がい者

アートを支える方々の取組の紹介や作品の商

品化に向けたセミナーを開催します。ダン

ス！ダンス！フェスティバルは、障がいのあ

る方とない方とが一緒に作り上げるステージ

で、来年の文化祭を見据えたミニステージを

行いたいと思っています。

まちなかアート！では、県内各地で掘り起

こした作品を商店街の店舗に展示することと

しています。

また関連イベントとして、県立美術館では、

県内で人気の学園漫画、ＲｅＬＩＦＥのパネ

ル展や、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センターで

は子ども向けイベント、０歳からのわくわく

アート遊園地が予定されています。

このように期間中は、県立美術館とｉｉｃ

ｈｉｋｏ総合文化センター、そして商店街一

帯で、小さなお子さんから御高齢の方まで、

障がいのある方ない方を含めまして誰もが楽

しめるイベントを繰り広げることとしており、

是非多くの方に御来場いただきたいと思いま

す。委員の皆様方におかれましても、お時間

があれば是非ともおいでいただければと願っ

ております。

最後に御紹介させていただきます。パンフ

レット表側の右端にバーコードがあります。

これはＳＰコードと言いまして、スマホなど

で読み取りますと、音声で文字情報を聴くこ

とができます。こうした取組を進める中で障

がい者の方々に配慮した情報発信にも努めて

いきたいと思っているところです。

高橋企画・広報課長 それでは続きまして、

文化祭に係る準備状況のうち、広報、誘客対

策、障がい者へのおもてなしの対応について

御説明をしたいと思います。

またこちらのＡ４横の資料に戻っていただ

いて、２ページをお開きいただきたいと思い

ます。

２ページに、国民文化祭・全国障害者芸術

文化祭の広報についてということで、まず、

今大会の大会そのものの基本方針として、上

の方に、「街にあふれ、道にあふれる、県民

総参加のお祭り」、「新しい出会い、新たな

発見～伝統文化と現代アート、異分野コラボ

～」、「地域をつくり、人を育てる」の三つ

の基本方針がありますけれども、これを広報

的に我々は三つの方針に呼び替えまして取組

をするということでございます。
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一つ目、県民が参加する広報、二つ目、新

たな客層の獲得につなげる広報、三つ目、隅

々まで届ける広報、この三つを我々は着眼点

として取組を進めるということで考えてござ

います。

ページを１枚めくっていただきまして、３

ページを御覧いただきたいと思います。

まず、一つ目の県民が参加する広報という

ことでページをまとめております。これは、

県民の皆さんがボランティアという形で積極

的に広報活動へ参加してもらうということで、

文化祭を広くＰＲいたしまして機運の情勢を

図るということを目的としてございます。

ＰＲボランティアにつきましては、おおい

た大茶会手伝い隊、キャラバン隊ということ

でおおいた大茶会盛り上げ隊、撮影ボランテ

ィアということでおおいた大茶会撮っとき隊

と、この三つのボランティアを設定いたしま

して現在募集をしておりますけれども、特に

盛り上げ隊につきましては、先般、９月１１

日に決定いたしまして、知事からも激励を頂

いたというところでございます。

ちょっと急ぎまして恐縮ですが、４ページ

をお開きいただきたいと思います。

二つ目の取組でございます。

新たな客層の獲得につなげる広報でござい

ます。文化祭の従来の客層である芸術文化団

体の参加者に加え、新しいターゲットとして、

芸術に興味のある若年層、あるいは女性をタ

ーゲットにして進めるということでございま

して、そのために、芸術、旅行関係者に強固

なネットワークを持ちます広報ディレクター

の方を選定いたしました。パブリシティー活

動、あるいはＳＮＳを活用した情報提供を行

うなどにより、特に県外からの誘客、これを

しっかり獲得していきたいということを考え

てございます。

ページを１枚めくりまして、誘客対策で資

料を１枚付けています。５ページでございま

す。

文化祭では、新たにカルチャーツーリズム

ということで取組を進めてまいります。これ

は、文化事業に加えまして地域の隠れた食だ

とか味、歴史文化、そういったものを追体験

をしてもらうツアーを造成するということで、

来県客が県内を周遊する、そういった仕組み

を是非作っていきたいということでございま

す。ちょっとだけ説明をいたしますと、この

図の中ほど、少し上に飛行機の絵があると思

います。下に人の絵が、観光のお客さんなん

ですが、この飛行機のところに、例えば羽田

空港から大分空港に来ますと、その来るお客

さんを、その人のところ、矢印が二つ出てい

ます。上の方の矢印は文化事業に参加する方

ですね、従来の来客層。こういった方が、例

えばその下、文化事業と書いておりますが、

これは例えばオーケストラとかそういったも

のに参加をしていただいて、ついでに、別府

で温泉に入ってもらうと。せっかくなので、

別府のリーディング事業という大きな輪があ

る。これは非常に有名な方を呼ぼうと今画策

中ですが、これもせっかくだから見てもらお

うというような流れ。

それからもう一つ、人のところの下の矢印

を御覧いただきますと、これは新たなお客の

層ということで、若い方がこの別府のビッグ

プロジェクトに向けて、是非見たいというこ

とで来てもらう。せっかく別府に来たから、

隣の大分市でやるメディアアート――ちょっ

と赤っぽいリーディング事業と書いています

が、これを見てもらう。それから、その下の

樫の実合唱団の合唱を聞いてもらう。せっか

くなので、佐伯で寿司も食ってもらうという

ことで、ぐるっと回るようなイメージで県内

周遊を図っていくということで、お金をでき

るだけ落としていって、次につなげていこう

という、そういったものをイメージしたツア

ーを考えてございます。

現在、市町村の協力の下に、こういった素

材の調査、隠れた宝石を探そうとしておりま

すので、その結果を今取りまとめているとこ

ろでございます。

今後は、市町村、観光協会、旅行業者等々

と協働いたしまして、魅力あるツアーを造成
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すると。それに合わせて、文化祭終了後もし

っかり引き継がれるように、人材、体制づく

りもケアしていきたいと考えています。

話を戻しまして資料の６ページ、三つ目の

ポイントでございます。

隅々まで届ける広報でございますが、これ

は各種メディア、それから屋外広告を活用す

ると。ＰＲイベントの実施、そういったこと

で機運の醸成を図っていくと。いろんな手段

を使いまして、とにかく隅々まで届けるとい

うことでございまして、点字によるチラシの

広告とか、先ほど言いましたＳＰコードを活

用した、そういった障がい者に対する広報と

いったものを考えてございます。広く参加を

呼び掛けるということで考えてございます。

加えて、障がい者のおもてなしということ

で、その最後のページ、７ページでございま

すけれども、県の実行委員会の下に、観光・

おもてなし部会という専門部会を設置してお

ります。この中で観光おもてなしについては

検討を進めるんですが、特に、障がい者の関

係については、専門部会は実務者会議という

実際に障がい者がタッチしている施設の方、

あるいは障がい者の方、そういった方を入れ

た会議を設けまして、具体的なお話を聞いて

いくということで現在やってございます。

この会議については、障がい者が文化祭事

業に参加するに当たっての課題を洗い出して

改善に生かすということを目的としてござい

ます。先ほど説明がありましたけれども、１

０月１日のおおいた大茶会の１年前イベント、

このときにも、早速この実務者会議の方を中

に入れて、加えて、実際に障がい者の方も連

れていって、エラーが多分出ると思うので、

そういったところを洗い出して本番に備えて

いこうと考えてございます。

そういったことで今後につながるレガシー

の一つとして、障がい者の対応というのを考

えていきたいと考えております。

油布委員長 ただ今の報告について、何か御

質疑はありませんか。

堤委員 １０月１日はすぐだよね、来週だよ

ね。もう準備万端なの。で、動線が非常に気

になるんやけどね、駐車スペースも何か

「Ｐ」を書いているけども、すぐ満杯になっ

てくるよね。臨時バスが駅から出るとか、そ

ういうのは何かあるんですか。

秋月事業推進課長 今のところ、臨時バスは

予定しておりませんけど。公共交通機関を御

利用いただくように皆さんに御案内をさせて

いただいております。

堤委員 大分きゃんばすは、ｉｉｃｈｉｋｏ

の前で止まるのか。ｉｉｃｈｉｋｏの前で止

まって……

秋月事業推進課長 ちょうどそこから、歩行

者天国になっております。

堤委員 なるほど、非常におもしろそうやな。

秋月事業推進課長 はい、是非お越しくださ

い。よろしくお願いします。

木付副委員長 今、広報の話があったんです

けど、国東はまだまだ大茶会、全然売れてい

ないですがね。六郷満山開山１３００年祭の

方が力が入っていて、それで、この間もらっ

たやつ、市議会議員にみんなあげたんです。

そしたら、何かち。

高橋企画・広報課長 まだ一杯あるので、是

非。

木付副委員長 やっぱり広報をばんばんばん

ばんやって、市町村も一緒にやったらどうで

すか。よろしくお願いします。

麻生委員 ３点だけ提案申し上げます。

国際車いすマラソンが期間中にあると思う

のですが、そのことが全く触れられていない

ので、うまく大茶会撮っとき隊の撮影ボラン

ティアとかと一緒に何かできればなというの

が１点。

それから、５ページのカルチャーツーリズ

ムのイメージの中で、よそから来た人が何か

出て、温泉に入ると。下郡温泉の宮崎勇次郎

君のあの銭湯の絵、これは最高のものすごい

やつですから。男湯も女湯も。

それから、６ページのＰＲツール、ワール

ドカップについては、ボードをＪＣ辺りが中

心になって設置したんですが、国民文化祭が
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ないんやな。駅にあるの。

秋月事業推進課長 １０月１日のプレイベン

トの際に……

麻生委員 そのときにあるんやね。

それで、要は、全県で今回の災害、あるい

はこの前の災害、地震も含めて、ＪＲ線で止

まっているところがあるんやな。だから、駅

を活用する何かを全部今回、せっかくですか

ら仕掛けて、にぎわいを、通っていないとこ

ろの駅を活用してうまくやるような動きをＪ

Ｒさんとも協議して、話をしていただけると

有り難いなと提案しておきます。

それと、今、代行バスの時刻表というのを

各駅で、不通になっている駅で配っているん

ですよ。こういったやつに、国民文化祭まで

あと何日とか、それぞれの駅のゾーンのテー

マとか、文化祭の主なやつとか、何かそれぞ

れのゾーンごとのテーマでメーンイベントが

あるはずなんですよね。何かそういったもの

を、こういったのでＰＲするとか、ちょっと

工夫も含めてやっていただければなと思いま

す。

油布委員長 ほかに御質疑もないようであり

ますので、諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 それでは、以上をもちまして、

国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係の審査

を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

ここで、暫時、休憩します。

午後０時１０分休憩

午後１時 ２分再開

油布委員長 これより、企画振興部関係の審

査に入ります。

本日は、委員外議員として、森議員が出席

されています。

まず、平成２９年台風第１８号災害への対

応状況について、執行部の説明を求めます。

廣瀬企画振興部長 それでは、台風第１８号

災害への対応状況のうち、企画振興部の特に

ＪＲと観光の関係について御報告します。

まず、ＪＲですが、ＪＲ九州によりますと、

日豊本線の臼杵駅－延岡駅間、今日現在で臼

杵駅－市棚駅間、市棚駅というのは宮崎県の

延岡駅のちょっと手前の駅になりますが、そ

の間が不通ということになっています。

また豊肥本線の中判田駅－阿蘇駅間で、線

路上への土砂流入等のため不通となっており、

運転再開には、被災箇所が多数に上るために

時間を要する見込みとのことです。

県としましては、発災後直ちに、ＪＲ九州

に対し、不通区間の早期運転再開とそれまで

の間の代替交通手段の確保を要望したところ

です。

１９日からは、不通区間における代替バス

の運行が開始されたところですが、引き続き、

利用状況などを把握しながら、代行バスの改

善等を求めるべき事項については、ＪＲ九州

に対して要望してまいります。

次に、観光関係です。

今回の台風によるＪＲ日豊本線の運休など

で影響が心配されますが、東九州自動車道な

どの幹線道路の被害はありませんので、高速

道路等を活用してこれまでどおり、多くの観

光客に県南の方に訪れていただきたいと考え

ています。

しかし、被害を受けているということで入

り込み客の減少が心配されますので、既決予

算を活用して、交通アクセスなどの正確な情

報や、イベントなど現地の元気情報を積極的

に発信してまいりたいと考えています。

具体的には、ツーリズムおおいたのホーム

ページや、東京・大阪・福岡での誘客キャン

ペーンなどを行っていますので、現在、日田

・中津に加えて、県南・豊肥地区の元気情報

もアピールしたいと考えています。あわせて、

被災地区の観光協会が行う情報発信やイベン

ト等に対しても、７月の豪雨災害時と同様に、

地域活力づくり総合補助金の活用で支援した

いと考えています。

さらに、既決予算の宮崎県との連携事業を

活用し、東九州自動車道を軸にした情報発信

や旅行商品の造成などを行うこととしていま
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す。

以上をもちまして、今回の台風第１８号災

害への対応状況について、説明を終わらせて

いただきます。

油布委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 今回、日豊線と豊肥線、前回が久大

線と日田彦山線ということで、もうほとんど

と言うか全部これやられてしまったよね。ち

ょっと心配なのは、今ＪＲ九州が無人化を進

めていきよるやろ。今回、そういうふうな災

害の中で無人化で人がいないということにな

ったら迅速な対応ができなくなるんじゃない

かなと非常に危惧するんだけれども、大分市

で言えば八つの駅の無人化が進められようと

今計画されているけれども、県として、市と

一緒に話に行って、こういう状況というのは、

これまでも伝えているかいないか分からんけ

ども、どういう状況に今なっているか分かる

の。

土田交通政策課長 いわゆるスマートサポー

トステーションのことだと思いますけれども、

現在、ＪＲ九州に対しては懸念を伝えており

ます。

懸念と言いますのが、まず、利用客の利便

性、あるいは安全性についてきちんと確保さ

れるのかどうかという点と、あとはやはり、

今後県としても進めている地方創生において

も、地域の拠点としての駅というのは重要な

拠点となると思っていますので、そういった

拠点としての機能の低下がないのかどうか、

そういった懸念があるということをきちんと

お伝えさせていただいて、そこの懸念払拭の

対応をきちんとしてほしい。加えて、沿線住

民、特に大分市民の方に対して説明を尽くし

てほしい、これについて本社に伺った上で要

望しているところであります。

堤委員 それで、今回また被災を受けて、か

なり広がったわね。全体的にね。今回、その

被災の状況と無人化というのは直接リンクし

ていないかも分からないけれども、そこに人

がいるかいないかによって、その対応という

のはやっぱり違ってくると思うね。人がおれ

ば、そこで止まっていますよとかいろいろ話

ができるんだけど、そういう懸念というのは、

今後また言うところも出てくるわけですか。

土田交通政策課長 おっしゃっていただいた

とおり、特に緊急時、災害時含めて、列車事

故などの緊急時において駅員がいなくなるこ

とによって生ずる課題、あるいは懸念がある

のではないかと思っていますから、そこにつ

いて新しく導入されるかもしれないシステム

において、どのように解決が図られるのか、

懸念がどれぐらい払拭されるのかについては、

今後改めて求めていきたいと思っています。

堤委員 はい、分かりました。

油布委員長 委員外議員の方は、質疑などは

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 ほかに御質疑もないようであり

ますので、台風災害関係の報告を終わります。

次に、付託案件の審査を行います。

第８０号議案平成２９年度大分県一般会計

補正予算（第４号）及び第４号報告平成２９

年度大分県一般会計補正予算（第３号）につ

いての本委員会関係部分のうち、企画振興部

関係については関連がありますので、一括し

て執行部の説明を求めます。

廣瀬企画振興部長 それでは、第８０号議案

平成２９年度大分県一般会計補正予算（第４

号）及び第４号報告につきまして、企画振興

部関係をまとめて御説明申し上げます。

総務企画委員会資料の１ページをお開きく

ださい。

平成２９年度９月補正予算一覧表でござい

ます。

２９年度予算額につきまして、今回の補正

予算を加えまして、所属別にまとめた表であ

ります。

まず、中ほどの専決のＢという欄がござい

ますけれども、これの一番下の合計欄がござ

います。専決額は５，４３４万５千円となり

ます。７月の九州北部豪雨では、日田を始め

別府や由布院などにおいて多くの宿泊キャン
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セルが発生するなど、深刻な風評被害が発生

しておりまして、専決処分により、特に夏休

みの間の旅行需要の早期回復に向けた緊急対

策を講じたところであります。

次に、専決のＢの右隣にあります通常補正

Ｃの欄の一番下の合計欄でございますけれど

も、今回の補正で１億１千万円の増額をお願

いするものであります。

まず、９月補正予算額というところの中ほ

どにあります観光誘客緊急対策事業（増額）

でありますけれども、３千万円をお願いして

おります。被災後２か月以上が経過しまして、

本格的な復旧復興に向けた対応が今重要とな

っております。観光産業の風評被害の回復に

向けては、先ほど御説明しました専決処分に

よる緊急対策を講じたところですけれども、

特に夏休みを中心に講じたんですが、今後、

秋以降の観光シーズンに向けて、引き続き福

岡発の旅行商品造成への支援を行うとともに、

首都圏等からの予約回復を図るために、特典

付き旅行商品造成への支援など、誘客対策を

実施するものでございます。

具体的な事業内容につきましては、この専

決処分の内容も含めまして、担当の所属長か

ら説明をさせていただきます。

次に、その欄の上の方に、芸術文化創造発

信事業というのがあります。芸術文化基金積

立金８千万円でございます。これは、県立美

術館での魅力ある企画展や芸術文化ゾーンを

核としたネットワークづくりなど、芸術文化

事業を安定的、持続的に行っていくために、

昨年度と同様、決算剰余金の一部を芸術文化

基金に積み立てるものであります。これらに

よりまして、平成２９年度予算額は、右端の

合計に記載のとおり、当初予算額が左端にあ

りますけれども、６８億７，７８７万３千円

と、先ほど御説明しました専決処分のＢ、５，

４３４万５千円と、今回お願いしております

通常補正１億１千万円を合計しますと、一番

右下にありますとおり７０億４，２２１万８

千円となります。

次に、２ページを御覧ください。

２ページは債務負担行為限度額の設定につ

いてであります。来年度から指定管理者の更

新がありまして、それに伴いまして、県立総

合文化センター及び県立美術館の管理運営委

託料につきまして債務負担行為をお願いする

ものであります。６月の本委員会で御説明申

し上げましたとおり、指定期間は５年間、委

託料の限度額合計は、ここにありますように

２４億１，２４９万７千円となります。今回、

議会の議決が頂ければ、次回、指定管理者の

決定に係る審議をお願いする予定にしており

ますので、よろしく御審議のほどをお願い申

し上げます。

阿部観光・地域振興課長 資料の３ページを

お開きください。

観光誘客緊急対策事業ですが、専決処分を

行った５，４３４万５千円に、今回増額補正

をお願いする３千万円を合わせまして、合計

８，４３４万５千円となります。

１の現状・課題ですが、一つは７月の九州

北部豪雨により、花月川の橋りょうが流失し

たことから、博多から久大本線沿線向けの観

光客減少が懸念されます。

二つ目は、幸い宿泊施設は被害が少なく通

常営業していますが、県内各地で、いわゆる

風評被害を受け、秋以降も予約状況が思わし

くないと、現場から多くの声を聞いています。

次に県内宿泊客数ですが、７月は３５万３，

９３５人、前年比９８．６％でございました。

ちなみに一昨年と比較しても９６．６％とな

っています。右側に国内・国外の内訳を記載

しています。国内が９１．７％と減少してい

ますが、国外が１６３％と好調で全体の減少

を小幅にとどめています。８月は４５万５０

３人、前年比９２．７％です。その右側です

が、国内が９０．５％、国外が１１５．０％

です。２か月続けて国内客が８～９％減少し

ている状況です。

２の対策ですが、発災直後の夏の旅行需要

の早期回復を図るとともに、秋の行楽シーズ

ン以降の旅行需要を確実に確保するため、既

存の事業も活用しつつ、緊急に誘客対策を実
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施しているところです。

左の補正予算事業の概要を御覧ください。

大きくは二つ、情報発信と誘客及び旅行商品

造成です。

情報発信では、ツーリズムおおいたのホー

ムページにおいて、不通区間がある久大本線

・日田彦山線について、バスの代行輸送を確

保できていること等、ＪＲや高速道路の状況

など正確なアクセス情報や、各地のイベント

などの観光情報を発信しています。また、新

聞やウエブ等を活用するとともに、インバウ

ンド対策として、海外パワーブロガー招請や

旅行雑誌での情報発信をしています。

（２）の誘客及び旅行商品造成では、福岡

対策としてバス旅行や、日豊本線を運行する

ゆふいんの森号を利用した旅行商品の造成支

援などを行うとともに、小倉や久留米からの

商品造成についてもＪＲや旅行会社と検討し

ていきます。また、個人旅行対策として、じ

ゃらんや楽天などのネット系旅行会社と連携

するとともに、首都圏対策として、航空機と

空港から由布院などの観光地に向かうバスな

どを組み合わせた旅行商品の造成支援などを

実施します。

あわせて、右の既存の事業を活用し、情報

発信や博多駅前・首都圏でのキャンペーンな

ど、効果的な対策となるよう取り組んでいま

す。県公式のツイッターなどＳＮＳを活用す

るとともに、首都圏等でのメディア向けに情

報発信し、情報が広く拡散するよう取り組ん

でいます。

また、キャンペーンなどを国内外で積極的

に実施します。市町村や観光協会が共同で参

加できるよう、観光協会等のイベント参加経

費などに対して、総合補助金の補助率を３分

の２にかさ上げし、厚く支援しているところ

です。

これら情報発信や誘客対策に、市町村・観

光協会・旅館組合・旅行会社・交通事業者等

としっかり連携して取り組み、宿泊客数の早

期回復と更なる増加を目指してまいります。

油布委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 観光誘客の今の説明の中で、ツーリ

ズムおおいたのアクセス情報と観光情報の発

信という話があったんだけども、この補正は

九州北部豪雨の対策になっているね。しかし、

この前の台風１８号、それについての発信は

どういう形にこれに加えていく予定にしてい

るんですか。

阿部観光・地域振興課長 正に、合わせて行

っております。ツーリズムおおいたで毎日更

新をしておりますが、当然、台風が来るとき

には、大分に来るおそれがあるので、宿泊を

検討されている方は御注意くださいとか、台

風が去った後は、今交通アクセスはこことこ

こが寸断されていますとか、そこの最新情報

に飛ぶように、随時リンクをさせております。

堤委員 はい、分かりました。

油布委員長 委員外議員の方は、質疑などは

ありませんか。

森委員外議員 一つだけ。ツーリズムおおい

たについて、６月３０日にこちらのオアシス

に移転したと聞いております。その後、芸術

文化ゾーンでは、いわゆるジブリのイベント

もあったんですけれども、ツーリズムおおい

た自体があそこに移ったことで、そこを訪れ

る観光客の方とか、そういった別府市から大

分市に移ったことでの状況が分かれば教えて

いただきたいと思います。

阿部観光・地域振興課長 ツーリズムおおい

たが７月から現在のオアシスに移りまして、

県内の旅行関係者、あるいは観光関係者の方

々が立ち寄りやすくなった、そしてまた相談

もしやすくなったと。ツーリズムおおいたは、

いわゆる観光関係者だけじゃなく、今後、国

民文化祭であるとか様々な関係もございます。

そういった方面の連携を増やすと聞いており

ます。私どもも顔を合わせる機会が増えまし

て、密に連絡を取れるようになっております。

麻生委員 いろんな観光誘客をやっているわ

けなんですが、今年の夏休み、７月、８月に、

松山、大分のバスアンドフェリー、これ一日

平均、大分側は五、六人と言ったかな。多い
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ときで十四、五人というような結果だったよ

うなんです。県立美術館のＯＰＡＭの入館者

には、愛媛の方も結構多かったと伺ったんで

すが、いよいよ今、国体も始まって、九州管

内全ての方が大分経由で愛媛に行ってくれれ

ばいいんですよね。選手、あるいはチーム、

応援団、いろんな方が大分経由で行けば相当

なＰＲになる訳ですけど、愛媛国体の間に、

大分として観光誘客について、フェリー部分

というのはものすごく大きな効果を発揮する

と思うんですが、それについての準備という

のは何かやっていますか。

土田交通政策課長 おっしゃっていただいた

フェリーとバスを使った直行アクセスにつき

ましては、今は夏場での実証実験が終わった

ところでして、今利用の状況とかを見ながら、

来年度、あるいは今後どうするかというのを

考えているところですけれども、少し課題が

あるようでして、愛媛側が少し慎重な対応を

している状況であります。と言いますのも、

八幡浜から松山までの陸の便が少し不便で、

バス会社も、大分側以上に採算がなかなか取

りにくいという状況がございますので、そこ

について今後どうしていくかというのを、愛

媛県と伊予鉄バスさん等を含めて検討して考

えていかなきゃいけないと思っているところ

であります。ですので、国体に向けての対応

という点についても、改めて直行バスという

形で出すのは今の時点では難しい状況になっ

ております。

麻生委員 いずれにしても、九州管内の全て

の方が愛媛県に渡るわけですね、各チーム、

競技団体、相当数行くわけです。愛媛県内は

期間中、民泊を含めて１３０万人と言うたか

な、民泊が。何かそういう準備をして受入体

制を取ると。そのうち、九州管内から行かれ

る人はぐるっと下関を回って行くんじゃなし

に、大分から行ってもらうような工夫である

とか、当然行くときに大分の観光、ＰＲもし

っかりフェリーの中でやるといったことが大

事でしょうから、その辺しっかり頑張ってく

ださい。

油布委員長 ほかに御質疑もないようですの

で、まず、第８０号議案について、総務部関

係と併せ、これより採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

油布委員長 御異議がないので、本案のうち

本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、第４号報告について、総務部関係と

併せ、これより採決いたします。

本報告のうち本委員会関係部分については、

承認すべきものと決することに、御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

油布委員長 御異議がないので、本報告のう

ち本委員会関係部分については、承認すべき

ものと決定いたしました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、執行部から報告の申出がありますの

で、これを許します。

磯田政策企画課長 大分県長期総合計画の実

施状況について御報告します。お手元の大分

県長期総合計画の実施状況についてという別

冊を御覧ください。

これは、大分県行政に係る基本的な計画の

議決等に関する条例に基づき、毎年、報告し

ているものです。

安心・活力・発展プラン２０１５について、

別冊で報告します。

なお、まち・ひと・しごと大分県総合戦略

基本目標・施策ＫＰＩ達成状況についても別

紙としてお配りしています。これは別冊に記

載している目標指標から、総合戦略に掲げた

基本目標と施策ＫＰＩを抜き出したものです。

併せて参照願います。

それでは、厚い別冊の１ページをお開きく

ださい。指標による評価や指標以外の観点か

らの評価、施策に対する意見・提言により、

５９施策の総合評価の結果を記載しています。

施策の進捗状況について、評価の区分とし
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て、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階での評価として

いますが、施策の進捗が「順調」に進んでい

るＡ評価、それから「概ね順調」に進んでい

るＢ評価は、５８施策で全体の９８．３％と

なっています。また「やや遅れている」Ｃ評

価は１施策となっています。

次に２ページをお開きください。目標指標

の達成状況についてですが、表の一番上にあ

りますように、「達成」から「著しく不十

分」までの４段階の区分としています。

８９指標のうち、「達成」及び「概ね達

成」は、表の上から３行目にありますように、

８４指標、全体の９４．４％となっています。

また、「達成不十分」は３指標、「著しく不

十分」は２指標となっています。

なお、参考資料として、１９２ページ以降

に、政策・施策ごとの平成２８年度の目標値

に対する達成度及び最終年度平成３６年度の

目標値に対する達成度を一目で分かるようレ

ーダーチャート方式で示していますので、後

ほど御覧ください。

お手数ですが、３ページにお戻りください。

表の右から２行目の所管部局に企画振興部と

記載している政策、施策が当部に関するもの

です。

安心の分野では、政策７番目の地域社会の

再構築の中のネットワーク・コミュニティの

構築と、政策１０番目の移住・定住のための

環境整備とＵＩＪターンの促進の二つが該当

します。

次の４ページの活力の分野では、政策の４

番目から７番目までにある国内誘客の推進と

海外誘客の加速、おんせん県おおいたの地域

磨きと観光産業の振興、海外に開かれたネッ

トワークづくりと輸出促進、戦略的広報の推

進、地域の元気の創造、特徴ある地域づくり

の六つが該当します。

次の５ページの発展の分野では、政策１の

中の（５）「知（地）の拠点」としての大学

等との連携、政策２の中の芸術文化の創造、

芸術文化ゾーンを核としたネットワークづく

り、政策３の中にあるスポーツによる地域の

元気づくり、政策４にある人の流れ、物の流

れの拠点づくり（九州の東の玄関ロとしての

拠点化）、広域交通ネットワークの整備推進、

まちの魅力を高める交通ネットワークの構築

の七つが該当します。

なお、同じ５ページですが、発展の下に地

方創生という分野があります。安心・活力・

発展の大分県づくりと軌を一にする、まち・

ひと・しごと創生に関連する施策を集中的・

重点的に推進することとしたものです。

以上、１５の施策が企画振興部に関する施

策であり、目標の達成に向けて取組を進めて

いるところですが、それぞれの施策において

設定している指標の中で、目標を達成してい

る指標、逆に、未達成の指標について、主な

ものを御説明いたします。

初めに目標を達成している指標です。

７６ページをお開きください。施策名は移

住・定住のための環境整備とＵＩＪターンの

促進です。Ⅱ目標指標の１番目、移住施策を

活用した移住者数が、目標の４１０人に対し、

実績は７６８人、達成率は１８７．３％とな

りました。

これは、まち・ひと・しごと創生推進室に

専任の班を設けたということもありますし、

従来から東京に設置していた移住コンシェル

ジュに加え、東京、大阪、福岡の県外事務所

に新たに移住サポーターを配置しました。こ

うした体制の強化・拡充を図ったことなどに

よるものと考えています。

次に、１２０ページをお開きください。施

策名は戦略的広報の推進です。Ⅱ目標指標の

地域ブランド調査（魅力度ランキング）が、

目標の２０位に対し、実績は１５位、達成率

は１１７．９％となりました。

当該調査は、民間調査会社により、６月下

旬から７月中旬までの間に実施されるもので

すが、本県では、熊本地震後に県内外での積

極的な本県イメージ向上に向けた情報発信に

取り組んだことにより高い順位を獲得するこ

とができたと考えています。なお、今回の調

査の対象期間ではございませんが、昨年１０
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月に公開したシンフロ動画の続編、ゆけ、シ

ンフロ部！も全国で話題を呼び、本県の認知

度向上につながったものと考えております。

次に、未達成の指標について御説明します。

１６０ページをお開きください。施策名は芸

術文化の創造です。Ⅱ目標指標の県立美術館

入場者数が、目標の５０万人に対し、実績は

４３万人、達成率は８６％となっております。

昨年度前半は、熊本地震の影響に加え、企

画展について来場者から先進的過ぎて分かり

にくいといった意見が出るなど、入場者数が

若干低迷しました。年度後半は、オートポリ

ス復興支援イベントや日田舐園見送幕展など

注目度の高い企画展を開催したことで、前年

度を上回る入場者数となったものの目標値の

達成には至りませんでした。

今年度は、入場者数の目標達成に向け、企

画展について、全国の美術館にはないような

多様なジャンルへの挑戦を続ける一方で、集

客力のあるコンテンツもバランス良く実施し

ています。

なお、８月末現在の今年度の入場者数は、

約３８万人と昨年度を大幅に上回り、目標値

の５０万人を達成できる見込みで推移してい

ます。これは、７月７日から９月３日まで開

催したジブリの大博覧会が１９．５万人と県

内で開催した企画展で過去最高の集客となり

大好評であったことなどによるものです。

次に、１８８ページをお開きください。施

策名は地方創生施策の地域を守り、地域を活

性化するです。Ⅲ目標指標の１番目、人口の

社会増減が、目標のマイナス１，７５０人に

対し、実績はマイナス２，０４８人、達成率

は８３％となっております。

先ほど申し上げましたが、移住施策を活用

した移住者数が過去最高の７６８人を記録す

るなど、社会増減の均衡へ向けた取組の成果

が現れつつありますが、依然、転出が転入を

上回り、目標を達成できなかったものです。

転出超過を地域別に見ると、福岡県への転

出超過が全体の６１%と大きなウェイトを占

めており、うち１５歳から２４歳が５１％と

最多となっています。社会減の改善に向けて

は福岡対策や、大学などを卒業する若者のＵ

ＩＪターン就職支援等が重要になってくると

考えています。

そこで今年度は、福岡での情報発信や体験

ツアーの取組を強化するとともに、福岡事務

所に学生就職サポーターを設置するなど若者

のＵＩＪターン就職にも力を入れているとい

う状況です。

油布委員長 ただ今の報告について、質疑な

どはありませんか。

玉田委員 １２０ページの戦略的広報の推進

で、達成度の率の弾き方について教えてくだ

さい。

磯田政策企画課長 分かりやすい達成度です

と５０％が８０％になったとかいう形になる

んですけれども、この広報の関係につきまし

ては、全国順位にしております。ですので、

若干計算が難しくはなりますけれども、簡単

に言いますと、現在から目標まで、目標が高

くなれば、４７都道府県ありますので、後ろ

の方にいる県が増えていく訳ですね。ですの

で、目標は１００％であれば、例えば１０番

になりたいということだったら３７後ろにい

るということになりますので、１０番目標で

１０番を達成したら１００％になるというこ

とになります。ですけれども、１０番に行か

なかった、例えば２０番でしたとかになると、

３７分の２７位になりますので、そうやって

目標を達成したら１００％になりますが、そ

こまで後ろの方にどれぐらい追い越したかと

いうことが数字で出るよう計算をしています。

玉田委員 というのは、その１１７．９％と

いうのは、何割る何だったんですか、数で言

うと。

磯田政策企画課長 目標が２０位であったと

思いますので、２７分の１５ですから、４７

引く１５……

玉田委員 ３２。

磯田政策企画課長 そうですね。

玉田委員 ２８分の３３ということで、これ

が達成度になって……
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磯田政策企画課長 １１７．９％になる。要

するに、後ろに追い抜いたところがより目標

よりも多いという計算になります。

玉田委員 これは、こういうときの指標でい

つも使うそういう算式なんですか。

磯田政策企画課長 いや、工夫して。一番分

かりやすい線引きに置き換えるとこれかなと

いうことで編み出したものです。

玉田委員 それ大分県独自で編み出した算式

なんですか。

磯田政策企画課長 ほかにも例はあるのでは

ないかと思いますけれども、この順位という

のを持ってきたときに一番分かりやすい計算

の仕方です。

麻生委員 安心・活力・発展プランに関して

の施策評価調書、だいぶ定着してきて、経年

でずっと比較検討ができるようになってよく

なったなとまず思っています。それで、例え

ばＵＩＪターンの移住促進とか非常に、７６

８の実績が２８年度ありましたよとか達成度

が１８７．３％という数字が出ているんです

が、要は、こういったデータをこれからより

具体的に使うためには、市町村ごととか、こ

の中でもものすごく伸びている市町村があっ

たり、全くうまくいっていなくて、人口がど

んどん減っているような市町村もあるんじゃ

ないかなと、そこまで分析していくと初めて

使えるデータになるのかなと思っていますの

で、これに限らずその辺の市町村ごとのデー

タを出す仕組みについて今後工夫してほしい

な、要望でもいいんですが、もし何か回答が

あればお聞かせくださいというのが１点。

それから１２０ページの、例えば大分県の

ブランド力の向上が、２８年度で実績値が１

５位になりました。３１年度の目標値が１７

位になっているんですけど、もう既に達成し

ているような場合は、どこかで修正、見直し、

上方修正するのかという点についてお聞かせ

ください。

それから、このプラン全体を考えたときに、

最終的には安心・活力・発展して、統計数値

の中で何か分かりやすい指標で見たときに、

いろんな日本一とかも掲げていますけど、こ

れがうまくいけば対国民所得格差が大分県は

９０前後ということで、１０ポイントほど全

国平均より劣っていると、こういうことをや

っていけば、１００ぐらいにいつ頃かなるの

かなというような、そういった目標数値も要

るのではないかなという思いがあるんですが、

それについて部長、是非気持ちをお聞かせ頂

ければなと。今の３点。

磯田政策企画課長 ３点頂きました。

最初の、市町村ごとのデータでございます。

今挙げております移住者数の数は、県若し

くは市町村の行った何らかの移住施策を通じ

て入ってきた方というつかみ方をしておりま

す。これが１００％入った人、出た人をつか

んでいるというわけではないと考えておりま

すが、出た人をつかむ確実な数字の一つと捉

えているところです。市町村ごとにこの部分

の数字は分かるんですけれども、実際には、

例えば大分市などがそうかなと思いますけれ

ども、こういう施策を使わなくても入ってき

ている方、出ていく方がたくさんいらっしゃ

います。ですので、今現在、実は実態として

いかに出た方、入った方をつかむのかという

ことをいろいろ方策を模索しているところで

ございます。個別に出して、各市町村は全部

分かっているわけですけれども、個別に出し

てここはうまくいっている、いっていないと

いうのを出すには、ちょっとまだバックデー

タとして弱いかなと思いますので、そこは研

究していきたいと考えております。

それから、２番目のブランドのところです

けれども、１５位、来年１７位になったらど

うするかとかいうお話でございます。こちら

の方につきましては、今回のこの指標全体に

つきましては達成したものについては今後見

直していくという方針で行っておりますが、

こういう順位といったタイプのものは毎年変

動が出るものでございますので、去年達成し

たからと簡単になかなか行けない可能性もあ

ると思います。ですので、例えば積み上げ方

式みたいな指標の場合には、今年が１００な
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ら来年も１００というふうにどんどん上げて

いく。もしそれが達成されていれば、１２０

になっているんだったら目標をちょっと変更

して２００にしますよといった変更はやって

いくべきものと考えておりますが、こういっ

た変動がありそうなものをどうするかという

のは、これもよく検討していかないといけな

いなと。災害があったりとかいろんな事情が

あって年度ごとの変動が出るものだと考えて

いますので、そこのところは簡単に上げるわ

けにもいかないなと考えております。そこは

また個別に判断させていただきたいと考えて

います。

廣瀬企画振興部長 １人当たり県民所得の向

上ということが当然ながら県政を進める上で

大切な指標になって、１人当たり県民所得を

伸ばしていくというところを目指してやって

いるんですけれども、今の安心・活力・発展

プランのそれぞれの目標数値は、トータルと

してそこが伸びるような形でそれぞれ安心・

活力・発展で指標を作ってやっていますので、

トータルでやると伸びるということになるん

ですが、ただ、１人当たり県民所得の場合は、

特に企業の生産活動によるところが大きいと

ころがありまして、例えばリーマンショック

の後だと、大分県は九州の中でもかなりグロ

ーバル企業が多く立地しているので、１人当

たり県民所得の下がり方が大きかったという

ところもあります。その後、Ｖ字にまた回復

したというところもあるので、１人当たり県

民所得のみを取るということよりも、安心・

活力・発展トータルのそれぞれの施策の目標

数値を高めて、達成度を高めていくというこ

とが大切だと考えています。

麻生委員 研究するという部分は是非やって

ほしいと思います。

最後の部分については、これ非常に重要な

部分になろうかと思います。例えば、製造業

出荷額がこの１０年間で全国伸び率１位と、

４兆５千億円で大分市については３兆２千億

円を超えているという状況の中で、全国一の

伸び率がなかなか県民一人一人にまで行き渡

るような工面と言うか、それをどうするかと

かいうようなデータも含めて、統計調査課の

方で上がってくるデータ、それも各市町村ご

とにやっぱり一生懸命、一緒になって手を打

っていただかないと、そこの部分が伸びてこ

ないと思いますので、市町村のデータ、身近

な暮らしとか産業のデータというのは重要に

なってこようかと思います。是非その上で、

大きな目標として対国民所得格差を何とか１

００まで持っていくように頑張ってほしいな

と、このように思います。終わります。

堤委員 今関連があるのだけれども、移住者

が７６８人、これは多いか少ないかは基準値

が分かんないから判断がつきかねるんだけれ

ども、県としては市町村も様々な移住者対策

をされていると。例えば移住された方々が、

何が魅力でその市町村に来たのかという状況

は県全体で把握されて、そういうふうなこと

が各市町村と共有されているのかどうかは分

かりますか。

宇都宮まち・ひと・しごと創生推進室長 市

町村とはいろいろとお話をさせていただいて

おります。実際に移住者の方々の声というの

も聞いております。やっぱり一番多いのが、

ここの地域に魅力を感じた、そこにいる人に

魅力を感じたというふうな御回答を多く頂い

ております。そのことにつきましては、市町

村との連携会議であるとかいろんなことをや

っておりますし、また毎月相談会を我々は開

催しておりますけれども、その中に市町村の

方も来ていただいておりますので、そういう

中で、市町村と情報共有しながら取組を行っ

ているところであります。

堤委員 地域と人がすばらしいから移住をし

ましたということになると、なおさらその地

域によって偏りがあってはならない。つまり、

大分市の場合には、移住してくる方は多分商

売、仕事の関係で来る人が多いでしょう。だ

から、仮に他の地域であれば、例えば農業が

したいと、農業で周りの人がいいからという

ことで入ってくると。だから、入ってくる地

域によって、なかなか難しいと思うんですね、
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入ってくる人たちの考え方というのが。ただ、

地域の魅力とか人の魅力というのは、一概的

にどこでも言えることであるわけでしょう。

だから、じゃ、地域の何に魅力が本当にあっ

て来ているのかと。行ってみたら、人がよか

ったから来たじゃ絶対ないと思うんですね。

情報発信をしようとしているから、それを見

て、とりあえず半年なら半年間来てみて、そ

れでよかったから来るという状況が多いと思

うんやけど、そういう地域の魅力という具体

的な分析とか、人の魅力の分析とか、そうい

うことは何かされているんですか。

宇都宮まち・ひと・しごと創生推進室長 分

析できる中身という部分ではなかなか難しい

ところなんですけれども、やはり地域でお世

話を焼いていただける方がいらっしゃると、

やはりその地域に移住しやすいなというとこ

ろはあるようでございます。

また、やっぱり移住という形の中で、こう

いう言い方はまずいかもしれませんけれども、

大分県といっても全国の中で九州のどこにあ

るのというところがありますので、その中に

ある市町村となると、またこの市町村はどこ

という話になりますので、やはり市町村の情

報発信の力というのが大きなものというふう

には感じているんですけど。

堤委員 是非頑張ってください。社会減が続

くとどうにもならんからね。よろしく。

油布委員長 委員外議員の方は、質疑などは

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 ほかに、質疑もないようですの

で、続いて、外郭団体の経営状況等について、

一括して報告をお願いします。

磯田政策企画課長 公立大学法人大分県立芸

術文化短期大学の経営状況を説明する書類の

提出について、御説明申し上げます。

資料の４ページを御覧ください。

まず、３事業内容についてです。

平成２８年度の事業実績ですが、１の教育

では、文化ビジネス実習の開始、スポーツや

人権教育分野へのサービスラーニングの拡大

など、カリキュラムの充実を図りました。昨

年度は、就職率、進学率ともに前年度を上回

るとともに、県内外の高校訪問等きめ細やか

な学生確保活動を展開した結果、入試志願者

数も過去最高となっております。

２の社会貢献では、学生作品の国民文化祭

大会ロゴマークへの採用など――傘のマーク

は学生がデザインしたものです。あるいは最

近では竹町の銘酒館のゆたよいの全体デザイ

ン、のれんのデザイン、ゆたよいという言葉

も芸短生が考案したものです。こういった地

域社会への貢献活動を展開しました。

また、３の施設整備では、芸術デザイン棟

の建設着手を始め、学生の学習環境と安全の

確保に努めながら、仮校舎の完成など、キャ

ンパス整備を進めました。

次に、４平成２８年度決算についてです。

経常収益は、９億４，３３３万４千円で、

内訳は、運営費交付金収益４億４，７１３万

５千円、授業料収益３億２，８９０万８千円

等です。経常費用は９億３，３１３万５千円

で、差引経常利益は１，０１９万９千円です。

臨時損益も含めた当期総利益１，０２８万４

千円は、全額を目的積立金に積み立て、教育

研究の質の向上を図るための設備の充実等に

使用する予定です。

次に５問題点及び懸案事項についてですが、

教育機能の充実強化、地域貢献活動の展開、

施設整備の着実な実施と工事中の安全確保を

課題と考えています。

対策としましては、６に記載していますと

おり、アートマネジメントプログラムの展開

など、魅力あるカリキュラムの再編・実施、

公開講座の開催のほか、地域への貢献活動な

どに努めているところです。

続きまして、次の５ページをお開きくださ

い。

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の

平成２８事業年度の業務実績に関する評価結

果について、御説明申し上げます。

県立芸術文化短期大学の業務実績について

は、地方独立行政法人法第２８条に基づき、
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大分県地方独立行政法人評価委員会の評価を

受けております。評価には、全体評価及び項

目別評価があり、項目別評価には大項目評価

及び小項目評価があります。資料には、全体

評価と大項目評価のみ記載しております。

評価結果ですが、先に（２）の大項目評価に

ついてです。

教育研究等の質の向上については、特筆す

べき進行状況にあるというＳ評価を民間の方

から頂いています。これは、例えば、（３）

の評価理由の①にあります学修成果を適切に

把握するための取組を進めていること、③に

あります９８．４％と前年度を大きく上回る

就職率を達成するとともに、進学率も前年度

に続き高い水準を維持したことなどが高く評

価されたものです。

その他の各大項目につきましては、それぞ

れ、計画どおり進んでいるということでＡ評

価を受けております。

以上のような評価を受けまして、（１）の

全体評価については、全体として年度計画を

順調に実施しているという評価を受けており

ます。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 資料の６ペ

ージを御覧ください。

公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財

団の経営状況について説明いたします。

まず、２の県出資金ですが、４億６，９０

９万８千円で、県出資比率１００％となって

おります。

次に、３の事業内容ですが、ｉｉｃｈｉｋ

ｏ総合文化センターとＯＰＡＭを拠点として、

自主事業等を行っております。

次に、４の２８年度決算状況ですが、中ほ

どにあります当期経常増減額と下の当期正味

財産増減額はともに黒字となっています。

次に、５の問題点及び懸案事項ですが、芸

術文化ゾーンにおいて多様な事業が展開して

いき、なおかつ皆様に使っていただけるとい

うことで、ジブリの大博覧会がありましたが、

昨日段階の来館者数は４２万７千人と、今週

中には４３万人になるだろうと思っています。

６の対策及び処理状況ですが、多様なジャ

ンルへ挑戦しつつ、コンテンツもバランス良

く実施していきたいと思っています。

土田交通政策課長 ２法人について御説明し

ます。

一つ目が、大分高速鉄道保有株式会社でご

ざいます。

こちらの会社、平成１３年から１５年度に

行いました大分から佐伯間の高速化のための、

例えば枕木のコンクリ化とか曲線を直したり

といった工事の施設を保有いたしまして、そ

れをＪＲ九州に貸し付けるというような会社

でございます。

この事業費２３億円のうちの大きな部分を、

最初に額を大きく借りて、それをＪＲ九州か

らの貸付金で徐々に返していくというスキー

ムを取っていまして、平成４０年度にＪＲ九

州が施設を買い上げて清算をするという形で、

この施設の保有と長期の貸付金の債務を処理

していく会社、ちょっと特殊な会社でござい

ます。

順次、計画どおり債務を返済していまして、

決算の状況の一番下、当期の純利益が、これ

までずっとそういった関係で赤字で来ていま

したが、今年度初めて黒字化したという状況

でございます。今後も、この純利益を増やし

ていきまして、予定どおり法人の清算に向け

て今後も調整しながら計画どおりに進めてい

きたいというふうに思っています。

なお、昨年１０月にＪＲ九州の株式上場に

伴いまして、現在、固定資産税が半分に減免

されておりますけれども、激変緩和期間を経

て、それが１０分の１０取られることになり

ます。その関係で、施設部分についても固定

資産税が上がりますからその影響がございま

すけれども、その増分については、管理費等

で吸収できるという見込みを立てていますの

で、４０年度までの計画変更はないというこ

とで考えています。

もう一つの法人、大分航空ターミナル株式

会社でございます。

御案内のとおり、大分空港の、いわゆる空
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港ビルの管理運営をしている会社でございま

す。

本体の営業利益、４番の上から５番目です

けれども、本体業務での営業利益も熊本地震

の影響も心配しておりましたけれども、１８

０万人という大台はキープをした関係で、営

業利益の方も１億８，５１８万９千円確保し

ていますし、全体の当期純利益も１億６千万

円ちょっとというふうに利益を出していると

ころでございます。

課題といたしましては、今後も経営基盤の

安定を図ることに加えまして、現在インバウ

ンド、国際路線が充実してきている関係で、

国際線のターミナルビルが狭くなってきてい

ますので、それの改修も含めた対応をきちん

と空港ビルと連携しながら進めていきたいと

考えています。

阿部観光・地域振興課長 ３法人について御

説明します。

資料の９ページをお開き願います。

公益社団法人ツーリズムおおいたについて

です。

２のとおり、県の出資金はゼロ円で、県職

員を業務援助で継続的に３名派遣しています。

３の事業内容ですが、国内外観光宣伝及び

観光客の誘致や観光・地域づくり等のため、

主に国内誘客総合対策事業やインバウンド推

進事業などを実施しています。

４の２８年度の決算状況について、下線を

引いています当期正味財産増減額は９１万８

千円の減となっています。主な要因は、大規

模な大会・会議・イベント等を誘致するＭＩ

ＣＥ誘致推進基金の一般会計への繰り出しに

よるものです。

５の問題点及び懸案事項について、各種の

企画及び立案ができるような組織体制の強化

と財政基盤の確保という課題があります。

これらの課題については、６の対策及び処

理状況のとおり、専門人材の配置によるマー

ケティング・企画立案機能の確立、自主財源

増強等、ＤＭＯ化の推進と併せて進めていく

こととしています。

次に、１０ページを御覧ください。

株式会社別府交通センターについてです。

２のとおり、県の出資金は３，９００万円

で、出資比率は２１．７％となっています。

３の事業内容ですが、県民を始め観光客の

利便性、安全の向上などに貢献するため、主

に別府国際観光港前のバスターミナルの運営、

土産品等の販売といった事業を実施していま

す。

４の２８年度の決算状況について、下線を

引いています当期純利益は、９６６万４千円

の増となっています。主な要因は、物販事業

の充実や営業強化の取組によるものです。

５の問題点及び懸案事項について、この法

人は施設の老朽化という課題を抱えています。

これらの課題については、６の対策及び処理

状況に記載したとおり、今後、九州の東の玄

関口としての拠点化戦略に基づき、別府港に

ぎわい施設等検討会議の中で検討していくこ

ととしています。

次に、１１ページをお開き願います。

株式会社サン・グリーン宇佐についてです。

２のとおり、県の出資金は３７０万円で、

出資比率は１２．３％となっています。

３の事業内容ですが、宇佐市が所有するは

ちまんの郷宇佐の経営といった事業を実施し

ています。

４の２８年度の決算状況について、下線を

引いています当期純利益は、５，８５２万１

千円の減となっております。主な要因は、昨

年４月に発生した熊本地震の影響により、大

幅に売上額が減少したことによるものです。

５の問題点及び懸案事項について、この法

人は累積損失の解消という課題を抱えていま

す。

これらの課題については、６の対策及び処

理状況に記載したとおり、今後、累積損失の

解消に向けて、財務内容を改善し、市の観光

宿泊施設拠点として「はちまんの郷宇佐」の

運営を継続するための方針について、宇佐市

が検討しているところです。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 資料の１２
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ページを御覧ください。

株式会社大分フットボールクラブの経営状

況等について報告します。

まず、２の県出資金は、１千万円で、県の

出資比率は１２．４％となっております。

３の事業内容ですが、大分トリニータの経

営や、若手選手の養成、アカデミー、またス

ポーツ教室等を行っています。

４の２８年度決算状況ですが、損益計算書

にあるとおり、６，４０４万１千円の当期純

利益ということで７期連続の黒字となりまし

た。

次に、５の問題点及び懸案事項ですが、ま

ずは集客数で、昨年はＪ３でも７，７００人

を確保できましたので、魅力あるスタジアム

作りを進めて、Ｊ２にふさわしい入場者数を

確保したいと考えています。

６の対策及び処理状況ですが、経営体質と

言いますか、職員の意識改革を行って、とに

かく儲かるという観点で、ファン層の拡大に

取り組むだとか、大学との連携ということも

強力に進めていきたいと考えています。

土田交通政策課長 資料の１３ページをお開

きください。

一般財団法人大分県自動車会議所でござい

ます。

財団法人ということで出えん金ですけれど

も、

県からは５０万円出えんさせていただいてお

ります。

事業内容は、法人として交通、自動車産業

に関わる裾野の広い業界の皆様が会員になっ

ておりますので、交通安全事業、あるいは自

動車に関する調査研究を行うほか、交通会館

の経営と維持を行っているところでございま

す。

決算状況といたしましては、１８６万３千

円の財産が増額したという状況でございます。

懸案と課題といたしましては、交通会館も

かなり古くなってきておりますので、設備改

修を２４年度に行いました。これによりまし

て修繕費は削減されましたので、現在のとこ

ろ黒字経営になっており、今後も安定した経

営に向けて連携を取っていきたいというふう

に考えています。

磯田政策企画課長 公立大学法人大分県立芸

術文化短期大学第３期中期目標の策定につい

て、御説明申し上げます。

資料の１４ページを御覧ください。

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の

設置者である県は、１中期目標策定の概要に

ありますとおり、地方独立行政法人法に基づ

き、法人に対して、達成すべき業務運営に関

する中期目標を定め、指示することになって

います。

現在の第２期の中期目標が来年３月に終了

することから、新たに平成３０年度から３５

年度までの第３期中期目標を定める必要があ

ります。

中期目標の策定手続は、Ⅱ中期目標策定の

フローにありますとおり、大学法人の意見を

聞き、大分県地方独立行政法人評価委員会の

諮問を経て、最終的には議会の議決を受ける

こととなっております。

今回御報告します中期目標案は、大学法人

の意見を踏まえて検討し、現在、パブリック

コメントを行っている案を報告するものです。

中期目標案については、次回、１２月の第４

回定例会において提案し、御審議いただくこ

ととしています。

なお、県による中期目標の策定を踏まえ、

公立大学法人は中期計画を策定する手順にな

っております。

資料の１５ページをお開きください。

上段の１の第２期中期目標期間の実績につ

いては、２期６年間の実績としましては、特

に教育研究等の質の向上があったととらえて

います。

文部科学省の省令で平成２９年４月から策

定が義務付けられている三つのポリシーがあ

り、全国の大学に義務付けられていますが、

一つは学生に学位を与える基準をしっかり示

しなさい、学生への教育内容の課程をはっき

り示すように、入学希望者に対して大学が求
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める人材のイメージを示すことが言われてい

ますが、この２期の間中に本学で既に実現し

ています。

さらに、学科では、国際文化学科を廃止し、

国際総合学科を新設したことなどが挙げられ

ます。

先ほどの経営状況や評価結果の報告で御説

明した高い就職率は、国際総合学科の観光マ

ネジメント教育の実施により、旅館やホテル

といった観光産業への就職先を新たに開拓し

た効果が大きいかと思います。

以上のような、第２期中期目標期間の成果

を踏まえ、第３期中期目標のコンセプトとし

ては、芸術系と人文系の学科の併設を生かし

た職業人の育成、県立美術館やリニューアル

キャンパスを活用したクリエイティブ産業と

連携した教育機能の充実強化、地方創生に資

する地域貢献としたいと考えております。

これに従い検討した第３期中期目標の案の

ポイントは、下段の欄にありますとおり、１

地方創生を支える職業人の育成、２教育・研

究機能の充実強化、３積極的な地域貢献の展

開、４業務運営の改善・効率化、５施設の整

備・活用です。

特に職業人の育成として、芸術系学科と人

文系学科からなる大学の特色を生かし、地域

づくりや産業の発展に、芸術的な感覚や知識

等を生かして寄与する職業人の育成を図るこ

とです。また教育・研究機能の充実強化では、

全学科を対象に芸術文化のプロジェクトを実

践する人材を育てるアートマネジメントプロ

グラムの展開、高大連携を更に進めるための

芸術緑丘高校との連携の強化を進めること、

産業の発展にも資する研究活動を推進するこ

となどを、目標として示すこととしています。

なお、施設の整備・活用では、キャンパス

整備に関して、平成３０年度中に図書館や音

楽ホールなど主要な施設を完成させ、平成３

２年度には全ての整備を完了させることとな

っています。

中期目標の具体的な案については、１６ペ

ージ以降を御覧ください。以上です。

油布委員長 ただ今の報告について、何か御

質疑はありませんか。

堤委員 ７ページの高速鉄道保有株式会社、

８分短縮で２３億円という、当時は非常に問

題になった事業なんだけれども、結局これ２

３億円の返済が終わればＪＲが買い取ると。

基になる価値と言うか、それはどこから出発

して売却になるわけ。償却した残とか、どう

いうものですか。

土田交通政策課長 基本の考え方といたしま

しては、ＪＲなり本県なりが出資しています。

その出資分を全て回収するというところにな

っていますので、その資産についても、固定

資産税の評価額とか償却後の価格とは別に、

出資した分が返るような価格で買い取っても

らうというふうにセットしていますので、そ

の出資に応じた額で買い取るような予定にな

っております。

堤委員 となるとこれは事業費でこれに３億

円というのは、県の単費で出している、それ

とも借入れをして、県債か何かしてやってい

るの。そうすると、本来利息が付くやろ。そ

の利息については、この出資の中に入ってい

ないわけだから、そこら辺はどういう形にな

るの。

土田交通政策課長 まず、２３億円の手配と

言いますか、集めるスキームについては、各

法人の出資、県、あるいはＪＲを含めた出資

と、あとは借入れがございます。その借入れ

については、会社が大きな額を借りている部

分がございます。そこには当然金利が付いて

まいりますので、そこを毎年の短期の借入れ

と、ＪＲ九州からの貸付金で返していくと。

その短期の貸付金と金利分が徐々に減少して

いって、今ちょうど黒字になったところであ

ります。今後は、貸付金の額の方が上回って

まいりますので、その利息なりの支払いより

も、毎年の貸付料が上回ってきますので、今

後はどんどんと黒字幅が上積みされていって、

出資相当分が積み上がった４０年度にその額

で返ってくるというふうに計画しています。

堤委員 これ、８分短縮だけど、現在４分ぐ
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らいになっておるというのは、何か原因はあ

るの。

土田交通政策課長 そこは、設備上はここで

工事したように８分短縮になっているんです

が、やっぱりダイヤの組み方でありますとか

で、最大限享受できていない部分はあります。

堤委員 今のやつは分かった。

それと、大分航空ターミナル株式会社、こ

れは、この前オスプレイが着陸したやんか。

あの飛行場とか駐機場というのは多分、国土

交通省の管理下にあると思うんだけれども、

ターミナルビルについては県の管理下になる

かなと思うんやけどね。それで、当然その米

兵がターミナルビルにも入ってくるじゃない

ですか。ちょうど整備のところに入ってくる

んだけれども、その出入りの管理というのは、

県は１枚かんでいるの、それとも国が全部し

たの。

土田交通政策課長 ちょっとそこは防災局な

りで把握しているかと思うので、詳細は当方

で把握し切れていないんですけれども、おっ

しゃったとおり、まず管理は滑走路部分は国

で、建物は大分航空ターミナルの管理下にあ

ります。出入りについては、ちょっとそこは

国と防衛省、あるいは米軍との関係になって

きているかと思いますので、ちょっと今情報

はございません。

堤委員 またそれを教えてください。

油布委員長 委員外議員の方は、質疑などは

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 ほかに御質疑もないようであり

ますので、諸般の報告を終わります。

次に、特別委員会付託事件に係る取組状況

等について、執行部は説明をお願いします。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 特別委員会

のうち、文化・スポーツを活用した地域づく

り特別委員会につきましては、文化・スポー

ツを活用した地域の振興が付託されておりま

す。

それともう一つ、障がいのある人もない人

も心豊かに暮らせる県づくり特別委員会につ

きましては、障がい者が芸術・文化活動、ス

ポーツ交流活動等に参加できる環境づくりと

いうのが付託されていますので、その点を説

明したいと思います。

資料は１９ページです。

１９ページには、県の動向と国の動向を書

いております。県は、振興条例を作りました

後、ＯＰＡＭができましたときに、基本方針

を作り替え、文化創造戦略を作ったといった

ことでございます。

国の動向は同じでありまして、文化芸術基

本法ができて、それが芸術文化の振興だけで

はなくて、芸術文化を観光とかまちづくりに

活用していきましょうという形でございます

ので、国と正に同一方向で動いているという

状況でございます。

そして何をするかですけれども、２０ペー

ジですけれども、文化と障がい者の方の参加

づくりでは、３点挙げておりますけれども、

芸術文化の創造性を活用して、（１）ですが、

観光客を増やしましょうと。この右にいろい

ろ、油屋ホテル建築中と書いておりますけど、

そういう形で観光客を増やしていくという形

で入れております。

（２）が、地域とアートをつなぐアートマ

ネジメント企画人材の育成という形で、アー

トというのは、企画できる人がいなければ進

まないということで、企画と運営のできる人

を基礎編、実践編でやっていくということで

あって、そういうことをやっていくと、いろ

んな民間団体からの助成金を得られると、そ

してアートが進むという形になっております。

それと、３番目につきましては、芸術文化

に触れる機会が少ないところにつきましては、

例えばアルゲリッチ財団で言いますとピノキ

オコンサート等々でアーティストを派遣する

であるとか、そういう形で皆さんに行き渡る

取組をやっております。

それから、２１ページですけれども、スポ

ーツを活用した地域の振興というのはどうい

うことかというと、するスポーツと観るスポ

ーツがございます。



- 39 -

するスポーツでは、矢印を書いてございま

すが、競技普及、選手の育成、健康増進とい

うのがするスポーツ。観るスポーツは、ファ

ン層の拡大をして、スポーツ文化を定着させ

ていこうということでございます。するスポ

ーツ、観るスポーツは、取組内容に書いてお

りますけれども、プロスポーツを有効的に活

用して行っております。

もう一つ、２２ページになりますけども、

国際スポーツ大会が大変いろいろあります。

例えば２０１９年女子ハンドボールの世界選

手権が熊本、２０２０年の東京オリンピック

・パラリンピックという形になっております

ので、これをやる目的は三つ書いていますけ

ど、情報発信、本県の魅力発信と、競技普及

とスポーツ振興、交流の拡大ということでご

ざいます。

これまでの取組は、例えば一番大きいのは

①で、ポルトガル陸上チームのキャンプとか

を大分でしたということでございまして、そ

ういういろんな事前キャンプ、プレキャンプ

をやることで、本大会のキャンプにつなげて

いきたいと考えております。

宇都宮まち・ひと・しごと創生推進室長 次

に、特別委員会のうち農山漁村生活環境維持

・産業振興特別委員会に関連して、ＵＩＪタ

ーンの促進及び定住対策について御説明しま

す。

資料２３ページをお開きください。

資料の右端、２９年度の一番上の掘り起こ

しの欄ですが、おおいた暮らし倶楽部は、昨

年８月から移住希望者を応援する会員制度と

して今年度末に会員５００人を目標にスター

トした制度です。今年８月末で５７２人に入

会いただいています。また、協賛企業も７業

種、６２社に拡大し、引っ越しやレンタカー

料金の割引などを御厚意で実施していただい

ています。

その下のおおいた暮らしフェアについては、

市町村を始め、関係団体等が多数参加する大

規模相談会で、昨年に続き２回目となる東京

を１１月に、初開催となる福岡を１０月に開

催予定です。

その下の情報発信ですが、若者向けには、

ＬＩＧという情報サービス事業者によるブロ

グでの情報発信を行います。昨日からＬＩＧ

の社員の方が県内で移住体験を始めており、

近々、仕事や遊びの情報が発信される予定に

なっています。

子育て世代向けについては、育児専門誌、

ひよこクラブの今月及び来月発売号に現在の

子育て環境等が掲載される予定になっていま

す。

福岡のＦＭを活用した情報発信では、若者

が集まる天神地区のＦＭ局で毎週、大分の食

や観光など若者の関心が高い話題を、本県出

身の学生などがリレー出演するトーク番組を

放送しています。

その下の移住促進ですが、東京・大阪・福

岡で毎月、相談会を開催しています。

移住体験ツアーでは、移住後の暮らしを実

感できるように、まち歩きや空き家巡りを行

います。６回開催する予定ですが、そのうち

３回を福岡発着の女性限定ツアーとして計画

しており、今月末に初開催しますが、募集人

数の３倍以上の応募があり、期待しています。

一番下の定住支援ですが、移住者交流会を

通じた移住者間のネットワークづくりに向け、

今年７月に佐伯市で移住者交流会を開催した

ところです。交友関係を広げるのに非常にい

いとの声が多く、あと２回ほどこの交流会を

開催したいと考えています。

こうした取組を市町村と一緒になって実施

していますが、今年度の移住者数は８月末ま

での５か月間で、昨年度実績７６８人の約６

割にあたる４４６人となっています。

油布委員長 ただ今の説明について、何か御

質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 委員外議員の方は、質疑などは

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 別に御質疑もないようでありま

すので、特別委員会付託事件に係る取組状況
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等についての説明を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

玉田委員 一つだけ交通政策課長に。先般、

夏に豊後大野から空港までのモデル事業をや

っていただいて、私も体験しました。料金と

かいろんな問題もあったんですけれども、こ

れからまた地域の方ともお話しする際に、そ

のモデル事業の実績と言うかそういうのがま

とまった段階で結構ですから、資料を頂きた

いと思いますので、よろしくお願いします。

木付副委員長 六郷満山開山１３００年祭で

すけど、今、九博で展覧会をやっています。

そして今、物産展を毎日やっているんですね。

そして、国東市の職員が毎日行っていますし、

事務局も２人から４人に増えて実施してきた

んです。

そこで、大分県としてどういう情報発信を

してもらっているのか、お話しください。

岡本観光・地域局長 私ども、先ほど課長も

御説明申し上げましたけれども、ツーリズム

おおいたが独自のホームページを持っており

ます。具体的には、日本旅行から来ていただ

いた観光部長が事務局に――もう一員になっ

てしっかり商品づくりから……

木付副委員長 見せてもらいました。

岡本観光・地域局長 というところもあって、

ツーリズムおおいたが主体となってホームペ

ージ、企業のホームページの中にも１３００

年祭という独自のコーナーを設けておりまし

て、そこを経由して全国に発信している。加

えて、その部長のお答えを申し上げますと、

もともと日本旅行の方でありまして、今回そ

の１３００年祭は、日本旅行が主体的に事業

組合の一員ともなってＰＲも含め集客に努め

るということでありますので、そちらの面か

らでも情報発信できているというふうに考え

ております。

油布委員長 それでは、以上をもちまして、

企画振興部関係の審査を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔企画振興部、委員外議員退室〕

油布委員長 閉会中における本委員会の所管

事務調査について、お諮りします。

お手元に配付のとおり、各事項について、

閉会中、継続調査を行いたいと思いますが、

御異議はありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

油布委員長 御異議がないので、所定の手続

を取ることといたします。

この際、ほかに何かございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

油布委員長 別にないようでございますので、

これをもちまして、本日の委員会を終わりま

す。


